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整備の基本的な考え方
を示しています。 

●整備基準（条例で定められた整備基準） 
○推奨基準（施設の用途や規模、利用頻度によって整備が

望まれる水準） 
を項目ごとに整理しています。 

 
整備基準または
推奨基準の根拠
や取り扱いを説
明しています。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 11-1 移動等円滑化経路としての敷地内の通路 

 

●は整備基準 
○は推奨基準 を示しています。 

 

・ は整備基準解説の例示または説明等を示しています。 
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1.建築物 0１ 出入口 
 

基本的な考え方 
・主要な出入口等は、だれもが円滑に利用できるように整備する。 
・主要な出入口付近には、受付や利用者に分かりやすい施設の案内板を適切に配慮する。 
・主要な出入口以外の出入口においても、緊急時等を考慮し利用者の円滑な利用に配慮する。 
・出入口の戸の構造は、視覚障害者や車椅子使用者の通行に十分配慮する。 

 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する出入口 
（多数の者が利用する生活関連施設においては、多数の者が利用する出入口） 
(1)戸の構造 ●全面が透明な戸を設ける場合には、戸に衝突を防止する措置を

講じたものとすること。  ⇒★図 01-1 

・目の高さの位置に横桟をいれるか、色
(高齢者の黄変化した視界では見えに
くいため青色は避ける。)や模様、衝突
防止シール等で十分識別できるように
する。 

(2)自動制御装
置 

●自動的に開閉する構造の戸を設ける場合には、利用者が戸に挟
まれることのないよう、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に
制止することができる装置を設けること。 ⇒★図 01-1 

○高齢者、障害者、子供連れなどが多く利用する出入口にあって
は、垂直方向に複数の光線を設ける。 

・ドア走行部における通行者の立ち止ま
りなどによる挟まれ防止対策として、
ドア枠の左右かつ適切な高さ(床面か
ら 20〜70cm の範囲)に安全センサー
を設置する。 

その他 ○玄関マットは、埋め込み式とし、はけ状のものはさける。また、
視覚障害者誘導用ブロック等との取り合いに配慮する。  
⇒★図 01-1 

○玄関付近には、音声・音響誘導装置、インターホン等を設ける。 
⇒★図 01-1 

 

移動等円滑化経路を構成する出入口 
(ア)幅 ●幅は、85cm 以上(構造上出入口の幅を 85cm 以上とすること

が困難である場合又は車椅子使用者が当該出入口に直進のま
ま出入りすることができる場合にあっては、80cm 以上)とす
ること。 ⇒★図 01-2、政令第１８条第２項第２号イ（幅は 80cm 以上と
すること。） 

○幅は、90cm 以上とする。 

・出入口の有効寸法の確保にあたっては、
ドアの厚みや取っ手の引き残し・飛び
出しを考慮し、必要な有効幅員が確保
できるよう十分に配慮する。 

 

(イ)戸の構造 ●戸を設ける場合は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用
者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高
低差がないこと。 ⇒★図 01-1、政令第１８条第２項第２号ロ 

○引き戸には、補助取っ手をつける。 ⇒★図 01-3 

・開閉動作の難易度から見ると、引き戸が
開き戸より簡単である。一般に推奨さ
れる順位としては、まず、自動式引き
戸、次に手動式引き戸である。 

・取っ手は、引き戸では棒状のもの、開き
戸ではレバーハンドル式、プッシュプ
ルハンドル式、パニックバー形式のも
のとし、床面から 90cm 程度の高さに
設ける。握り玉タイプのもの、掘り込み
形式のものは使いにくいため使用しな
い。 

・回転戸の利用は、高齢者、障害者等に困
難かつ危険であるので、移動等円滑化
経路には使用しない。 

・「その前後に高低差がない」ということ
は、戸の前後に車椅子の待機のための
水平なスペースを確保することであ
り、有効寸法として自動扉及び引き戸
の場合は 150cm 以上、開き戸の場合は
建具幅+150cm 以上が原則として必要
となる。 
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 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
(ウ) 直接地上

へ通じる主要
な出入口 

●直接地上へ通じる主要な出入口は、次に掲げるものとするこ
と。 
(ア) 幅は、90cm 以上とすること。 
(イ) 屋根又はひさしを設けるよう努めること。 ⇒★図 01-1 

○幅は、1.2m 以上とする。 ⇒★図 01-1 

・出入りの際や自動車の乗降時に雨等が
かからないようにするため、屋根又は
ひさしを設置することに努める。 

 

  

図 01-1 移動等円滑化経路を構成する 
直接地上階へ通じる主要な出入口 

図 01-2 移動等円滑化経路を構成する利用居室の出入口 図 01-3 使いやすい取っ手 
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1.建築物 0２ 廊下等 
 

基本的な考え方 
・廊下等は利用者の通行に支障がないよう十分なスペースを確保する。 
・廊下等には利用者の事故に通じるような不用意な突出物を設けない。 
・廊下等の手すりは、施設の用途により設置が必要な箇所を十分考慮する。また、将来設置が必要と思われる箇所には、

いつでも容易に設置できるように壁下地を補強しておく。 
 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等 
（多数の者が利用する生活関連施設においては、多数の者が利用する廊下等） 
(1)床面仕上げ ●表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 ⇒

★図 02-1、政令第１１条第１号 
 

・床面仕上げは、雨滴等による濡れた状態
でも滑りにくい仕上げとする。 

・毛足の長いカーペットは避ける。 

(2) 点 状 ブロ ッ
ク等  

●階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限
る。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利
用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、
視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点
状ブロック等を敷設すること。ただし、階段又は傾斜路の上端
に近接する廊下等の部分が次のいずれかに該当する場合は、こ
の限りでない。 ⇒政令第１１条第２号 
(ア) 勾配が 20 分の 1 を超えない傾斜がある部分の上端に近

接するもの 
(イ) 高さが 16cm を超えず、かつ、勾配が 12 分の 1 を超え

ない傾斜がある部分の上端に近接するもの 
(ウ) 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの 

⇒H18 国交第 1497 第一 

・階段又は傾斜路の上端部における点状
ブロック等の敷設位置は、直前になる
と踏み外す危険があるため、30cm 程度
の余幅を取る。 

・対象となる生活関連施設は、不特定多数
の者が利用する施設及び、主として視
覚障害者が利用する施設のため、特定
多数の者が利用する施設である学校、
事務所、保育所等は対象とはなりませ
んが、施設ごとの実情を踏まえ必要に
応じて点状ブロック等の敷設を検討す
る。 

(3)突出物等 ●突出物その他通行の支障となるものを設けないこと。ただし、
通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を講じた場合に
おいては、この限りでない。 ⇒★図 02-2 

○曲がり角では、鏡などにより、衝突防止の配慮をする。  
⇒★図 02-1 

○柱及び曲がり角の出隅は、隅切り又は面取りを行う。  
⇒★図 02-3 

・ベンチ、自動販売機、消火栓ボックス等
の設置について、通行の支障とならな
いよう、設置場所等に配慮する。 

・やむを得ず高さ 65cm 以上の部分に突
出物を設ける場合は、突き出し部分を
10cm 以下とする。 

その他 ○長い場所や広い空間では、休憩場所を設ける。 ⇒★図 02-4 
○廊下の照明は、むらなく通行に支障のない明るさとする。  

⇒★図 02-1 

 

移動等円滑化経路を構成する廊下等 
(ア)幅 ●幅は、1.2m 以上とすること。⇒★図 02-1、政令第１８条第２項第３

号イ 
○幅は、1.8m 以上とする。⇒★図 02-1 

・幅 1.2m は、車椅子と人(横向き)のすれ
違いができ、松葉づえ使用者が円滑に
通過できる寸法である。幅 1.8m は、車
椅子使用者同士がすれ違える寸法であ
る。 

・手すりがある場合は、手すりを含まない
有効幅を計測する。 

(イ)車椅子使用
者対応 

●廊下等の末端の付近及び区間 50m 以内ごとに車椅子の転回に
支障がない場所を設けること。⇒★図 02-1、政令第１８条第２項第３
号ロ 

 

・車椅子の転回に支障がない場所とは、具
体的には、 
▶車椅子の車輪中央を中心に 180°回

転が可能となる幅 140cm、奥行き
170cm 程度のスペース 

▶360°回転が可能となる 150cm 角
の部分 

▶十字・T 字の交差部 



（建築物）1-4 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
(ウ)戸の構造 ●戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使

用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に
高低差がないこと。 ⇒★政令第１８条第２項第３号ハ 

 

(エ)手すり ●規則別表第 1 の 1 建築物の表 2 の項及び 10 の項(1)(2)【 病
院、診療所、老人ホーム及び福祉ホーム等】に掲げる生活関連
施設の廊下等には、手すりを設けること。 ⇒★図 02-2 

○手すりの端部には、現在位置等を点字で表示する。 ⇒★図 02-
2 

○手すりは肢体不自由者の右半身麻痺、左半身麻痺等の利用を考
慮すると、廊下の両側に連続して設けることが基本であるが、
構造上困難な場合には、片側に設ける。 

○手すりの端部は曲げて処理する。 ⇒★図 02-2 
○断面の形状は円形など握りやすいことを第一条件とし、外径 3

〜4cm(小児用の場合 3cm)程度とし、壁との間隔は 4〜5cm
程度とする。 ⇒★図 02-2 

・手すりを取り付ける場合の高さは、1 本
の場合は、75cm〜85cm 程度とし、2
本の場合は、60cm〜65cm 程度の高さ
の手すりを加える。 

(オ)育児用施設
（ 授 乳 場 所
等） 

●規則別表第 1 の 1 建築物の表 2 の項、4 の項(観覧場を除く。)、
5 の項、6 の項((4)を除く。)、7 の項、8 の項(1)及び 13 の項
に掲げる生活関連施設【病院、診療所、観覧場、集会場、公会
堂、展示場、コンビニエンスストア、マーケット、百貨店、物
品販売業を営む店舗、ホテル、旅館、保健所、税務署、官公署、
博物館、美術館及び図書館】(床面積の合計が 5,000 ㎡以上の
ものに限る。)の廊下等には、高齢者、障害者等が当該廊下等
を円滑に利用することを妨げない場所であって乳幼児を連れ
た者が利用しやすい場所に育児用施設(乳幼児用ベッド、椅子
その他乳幼児のおむつの交換及び授乳ができる設備が配置さ
れた場所をいう。以下同じ。)を 1 以上設けるとともに、その
位置を表示すること。ただし、廊下等以外の場所であって乳幼
児を連れた者が利用しやすい場所に育児用施設が設けられ、か
つ、その位置が廊下等に表示されている場合は、この限りでな
い。 ⇒★図 02-5、図 02-6 

○授乳スペースの周辺には、荷物置き場を設ける。 ⇒★図 02-5 
○授乳スペースには、給湯や哺乳ビンの消毒ができる設備を設け

る。 ⇒★図 02-5 

・対象となるコンビニエンスストアは、直
接地上へ通じる出入口がある階に売場
を有するものに限ります。 

・対象となる官公署は不特定かつ多数の
者が利用するものに限ります。 

・母乳及び哺乳ビンによる授乳に対応し
た設備及びおむつの交換ができる設備
を設ける。 

・母乳による授乳のためのスペースは、
カーテンやついたて等によりプライバ
シーを確保し、椅子を備える。 

・男性による哺乳ビンによる授乳にも配
慮する。 

・乳幼児用ベッドや椅子等の配置は、ベ
ビーカー等の通行を妨げないように配
慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 02-1 移動等円滑化経路を構成する廊下等の構造 
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図 02-2 手すりを設ける場合の構造 
図 02-3 移動等円滑化経路における 

T 字型の交差部分での動作 

図 02-4 休憩スペースの例 
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図 02-5 育児用施設（授乳場所等）の例 

図 02-6 おむつ替え台の例 
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1.建築物 0３ 階段 
 

基本的な考え方 
・階段では、転落防止対策を十分講ずるものとする。 
・階段には、高齢者、障害者等の円滑な利用に配慮し、手すりを設ける。 
・階段での転落事故を防ぐために、段鼻は容易に見分けがつく構造とする。 

 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段 
（多数の者が利用する生活関連施設においては、多数の者が利用する階段） 
(1)手すり ●手すりを両側に設けること。 ⇒★図 03-1、政令第 12 条第 1 号

（片側）、バリアフリー条例第５条（両側） 
●踊場を含み、手すりは連続して設ける。 ⇒★図 03-1 
○手すりの上下端の水平部分には、行き先、現在位置等を点

字等で表示する。 ⇒★図 03-1 
○手すりは、階段の端部から 45cm 以上水平に延長して設け、

端部は曲げて処理する。 ⇒★図 03-1 

・手すりを取り付ける場合の高さは、1 本の
場合は、75cm〜85cm 程度とし、2 本の
場合は、60cm〜65cm 程度の高さの手す
りを加える。 

(2)床面仕上げ ●表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 
⇒★図 03-1、政令第 12 条第 2 号 

・特に杖が横に滑らないよう、配慮を要す
る。 

(3)段の端部 ●踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度
の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとする
こと。  ⇒★図 03-1、政令第 12 条第 3 号 

・高齢者や視覚障害者等が安全に昇降する
ためには、段鼻を認知しやすくすること
が重要である。 

(4)段の構造 ●段鼻の突き出しを設けないこと及び蹴込みを 2cm 以下と
すること。 ⇒★図 03-3、政令第 12 条第 4 号 

○階段の蹴上は 16cm 以下、踏面は 30cm 以上とする。  
⇒★図 03-3 

・段鼻が突出しているとつま先が引っかか
りやすいので突き出さないものとする。
また、滑り止めを設ける際も踏み面及び
蹴込み板の面とそろえ、つまずきにくい
様に配慮する。 

・つま先が引っかかったり、杖や足が落ち込
む可能性もあるため、蹴込み板を設ける。 

(5)点状ブロック
等 

●段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多
数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するもの
に限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状
ブロック等を敷設すること。ただし、段がある部分の上端
に近接する踊場の部分が主として自動車の駐車の用に供す
る施設に設けるもの又は段がある部分と連続して両側に手
すりを設けるものであるは、この限りでない。 
⇒★図 03-1、政令第１２条第５号、H18 国交告第 1497 第二 

・段上端部におえける点状ブロック等は、視
覚障害者に段の存在を予告するためのも
のであり、敷設位置としては、段鼻の直前
であると踏み外す危険があるため、階段
手前 30cm 程度の余幅を取る。 

・対象となる生活関連施設は、不特定多数の
者が利用する施設及び、主として視覚障
害者が利用する施設のため、特定多数の
者が利用する施設である学校、事務所、保
育所等は対象とはなりませんが、施設ご
との実情を踏まえ必要に応じて点状ブ
ロック等の敷設を検討する。 

(6)回り階段 
 

●主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外
の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、
この限りでない。 ⇒★図 03-2、政令第 12 条第 6 号 

○主たる階段以外の階段であっても回り階段としないこと。 
○直階段は、万が一転落した場合、一気に下まで落ちる危険

性があるため、折り返し階段とすることが望ましい。直階
段とする場合は、踊場を大きめに確保する等の配慮が望ま
れる。 

・主たる階段とは施設内の移動において主
に利用される可能性の高いものをいい、
通常の動線で主に利用される可能性のあ
る階段は全てこれに該当する。 

・回り階段は、らせん階段や踊場部分に段を
設けた階段のことであり、視覚障害者等
が方向を失ったり、踏面の寸法が内側と
外側で異なるため段を踏み外したり、昇
降動作と回転動作が同時に発生するため
危険が生じやすく、避けなければならな
いものである。 

・ただし書きの適用については、小規模な 2
階建てや既存改修等で構造上困難な場合
に限る。 

(7)立ち上がり部 ●踏面の両側に、側壁又は 2cm 以上の立ち上がり部を設ける
こと。 ⇒★図 03-3 

○側壁がない場合は５㎝程度まで立ち上がり部を設けること
が望ましい。 

・杖が転落しない様、立ち上がり部を要す
る。 
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 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
その他 ○有効幅員は、杖利用者の昇降を考慮し 1.4m 以上とする。 

⇒★図 03-1 
○必要に応じて、足元灯等を設置する。 ⇒★図 03-1 
○見通しの悪い踊場には、鏡を設けるなどにより、衝突防止

の配慮をする。 ⇒★図 03-1 

 

 

 

  

図 03-4 手すりの点字表示 

図 03-1 階段の例 

図 03-2 階段の形状（○：良い例、×：良くない例） 

図 03-3 段の各部寸法 

※点状ブロックの敷設については
「不特定多数の者が利用する階段
及び、主として視覚障害者が利用

する階段」に限る。 
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1.建築物 0４ 階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路 
 

基本的な考え方 
・建築物内の廊下等に高低差や段差が生じている場合には、利用者が安全かつ円滑に利用できるように傾斜路を設ける。 
・傾斜路の勾配はできる限り緩やかに設ける。 
・敷地等の形状により傾斜路の距離が著しく長い場合、若しくは進路方向が見えにくい傾斜路にあっては、傾斜路の長

さを表示するなど利用しやすさを工夫する。 
 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路 
（多数の者が利用する生活関連施設においては、多数の者が利用する階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路） 
(1)手すり ●勾配が 12 分の 1 を超え、又は高さが 16cm を超える傾斜があ

る部分には、手すりを両側に設けること。 ⇒★図 04-1、政令第
１３条第１号（片側手すり） 

○手すりの上下端の水平部分には、行き先、現在位置等を点字等
で表示する。 ⇒★図 04-1 

○手すりは、傾斜路の端部から 45cm 以上水平に延長して設け、
端部は曲げて処理する。 ⇒★図 04-2 

・手すりを取り付ける場合の高さは、1 本
の場合は、75cm〜85cm 程度とし、2
本の場合は、60cm〜65cm 程度の高さ
の手すりを加える。 

(2)床面仕上げ ●表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 
 ⇒★図 04-1、政令第１３条第２号 
○ノンスリップ加工を施すこと。 ⇒★図 04-1 

 

(3)路面の識別 ●その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいこ
とによりその存在を容易に識別できるものとすること。 

 ⇒★図 04-1、政令第１３条第３号 

・傾斜路の上端・下端または傾斜路全体
を、注意喚起のため明度、色相又は彩
度、輝度比等に差がある材料で仕上げ
る。 

(4) 点状ブロッ
ク等 

●傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数
の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限
る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック
等を敷設すること。ただし、傾斜がある部分の上端に近接する
踊場の部分が施行規則別表第２ 2 の項(2)アからウまで【次
の（ア）〜（ウ）】のいずれかに該当するもの又は傾斜がある部
分と連続して手すりを両側に設けるものである場合は、この限
りでない。 ⇒★図 04-1、政令第１３条第４号 
(ア) 勾配が 20 分の 1 を超えない傾斜がある部分の上端に近

接するもの 
(イ) 高さが 16cm を超えず、かつ、勾配が 12 分の 1 を超え

ない傾斜がある部分の上端に近接するもの 
(ウ) 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの 
⇒H18 国交第 1497 第三 

・傾斜の上端部における点状ブロック等
は、視覚障害者に傾斜の存在を予告す
るためのものであり、敷設位置として
は、傾斜の直前であると踏み外す危険
があるため、傾斜手前 30cm 程度の余
幅を取る。 

・対象となる生活関連施設は、不特定多数
の者が利用する施設及び、主として視
覚障害者が利用する施設のため、特定
多数の者が利用する施設である学校、
事務所、保育所等は対象とはなりませ
んが、施設ごとの実情を踏まえ必要に
応じて点状ブロック等の敷設を検討す
る。 

(5)立ち上がり
部 

●両側に、側壁又は 5cm 以上の立ち上がり部を設けること。 ⇒
★図 04-1 

・杖等による危険の認知、車椅子のキャス
ター等の脱輪防止のため傾斜路側端に
立ち上がり部を要する。 

移動等円滑化経路を構成する階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路 
(ア)幅 ●幅は、階段に代わるものにあっては 1.2m 以上、階段に併設す

るものにあっては 90cm 以上とすること。 ⇒★図 04-1、政令第
１８条第２項第４号イ 

○幅は、階段に代わるものにあっては 1.5m 以上、階段に併設す
るものにあっては 1.2m 以上とする ⇒★図 04-1 

 

(イ)勾配 ●勾配は、12 分の 1 を超えないこと。ただし、高さが 16cm 以
下のものにあっては、8 分の 1 を超えないこと。 ⇒★図 04-2、
政令第１８条第２項第４号ロ 

○勾配は、15 分の 1 を超えないこと。 ⇒★図 04-2 
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 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
(ウ)(エ)踊り場 ●（ウ） 高さが 75cm を超えるものにあっては、高さが 75cm

以内ごとに踊場を設けること。 ⇒★図 04-1、政令第１８条第２項第
４号ハ 

●（エ） 踊場(（ウ）の規定により設けるもの及びそれ以外のも
のをいう。)の踏幅は、1.5m 以上とすること。 ⇒★図 04-1、
政令第１８条第２項第４号ハ 

○傾斜路の起終点、屈曲部、通路との交差部分に設ける踊り場に
あっても、踏幅 1.5m 以上とする。 

・踏幅が 1.5m 以上あれば、車椅子使用
者が転回可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 04-1 移動等円滑化経路を構成する傾斜路 

図 04-2 傾斜路の勾配 図 04-3 手すりの形状例 

※点状ブロック等の敷設については、
「不特定多数の者が利用する階段及
び、主として視覚障害者が利用する

階段」に限る。 
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1.建築物 0５ 便所 
 

基本的な考え方 
・車椅子使用者が円滑に利用できる便所として、「車椅子使用者用便房」を 1 以上整備する。 
・オストメイト対応設備を設けた便房を 1 以上整備する。 
・利用者の集中を避けるため、車椅子使用者用便房にオストメイト対応設備、乳幼児用設備等を設置して多機能化する

のではなく、施設の用途や利用状況を考慮し、オストメイト対応設備を有する便房、乳幼児用設備を有する便房といっ
た個別機能を備えた便房を、男女それぞれ又は男女が共用できる位置に分散して配置することが望ましい。 

・建築物の規模や用途を十分に考慮して、車椅子使用者用便房以外にも、障害者、高齢者及び小さな子供を連れた人が
利用しやすい便房(準車椅子使用者用便房)を 1 以上整備することで利用しやすいものとする。 

・不特定多数の者が利用する建築物にあっては、各階に車椅子使用者用便房を設ける。 
・小便器のうち 1 以上は床置式等とする。 
・同一の建築物では、便所の位置、男女別の配置、設備等を統一する。 
・便所や便房の出入口には、設置された設備に応じて、利用に適した機能を有することを知らせる表示をわかりやすく

行う。  
 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所 
（多数の者が利用する生活関連施設においては、多数の者が利用する便所） 
(1)ア 車椅子使用者用便

房 
●車椅子を使用している者（以下「車椅子使用者」という。）

が円滑に利用することができるものとして次に掲げる
構造を有する便房（以下「車椅子使用者用便房」という。）
を１以上設けること。 ⇒★図 05-1〜3、政令第１４条第 1 項
第 1 号、平成 18 年国土交通省告示 1496 号 

 
 

 （ア）腰掛便座等 ●腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 
⇒★図 05-1 

○座位を保てない人の姿勢の安定に配慮し、便器に背もた
れを設ける。 ⇒★図 05-1 

○温水洗浄便座を設ける。 ⇒★図 05-1 
○便器洗浄ボタンは、視覚障害者の利用を考慮し、押しボ

タン式若しくは靴べら式の洗浄ボタン等、触知しやすく
誤作動しにくいものとする。 

○便器洗浄ボタン、緊急通報ボタンは、弱視者や色弱者の
視認性を高める様配慮する。 

・便座の高さは、40cm〜45cm 程度
とする。 

・手すりを設ける場合は、便器の種類
に対し適切に設置し、便器洗浄ボ
タンや緊急通報ボタン、ペーパー
ホルダー等が利用しにくくならな
いように注意する。 

・手すりは座位確保のため便器の両
側面に設置し、水平部分の手すり
の高さは、65cm〜70cm 程度とす
る。 

・便器洗浄ボタン、緊急通報ボタン、
ペーパーホルダーの設置について
は、JIS S0026 に基づく配置とす
る。 

 （イ）車椅子使用者対応 ●車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分
な空間(床面積の合計が 500 ㎡以上の建築物(共同住宅、
寄宿舎又は下宿を除く。) 及び公衆便所にあっては、車
椅子が 360 度回転できるよう、直径 1.5m 以上の円が
内接できる空間) が確保されていること。⇒★図 05-2 

○不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者
等が利用する建築物で床面積が 2,000 ㎡以上の建築物
にあっては、座位変換型（電動）車椅子が 360 度回転
できるよう、直径 1.8m 以上の円が内接できる空間)が
確保されていること。 ⇒★図 05-3 

○鍵は車椅子使用者が近接しやすく、また施錠操作のしや
すいものとし、緊急時には外部からも開錠できるものと
する。 

・便房の標準内法寸法は 200cm×
200cm 以上を基本とし、ライニン
グ等（洗面器の背後にある配管収
納等）は内法寸法に含めないもの
とする。 

・床面積の合計が 500 ㎡未満の建築
物の場合は、「高齢者、障害者等の
円滑な移動等に配慮した建築設計
標準」における車椅子使用者用簡
易型便房の仕様や、「彩の国人にや
さしい建物づくり連絡協議会」に
おける小規模施設における車椅子
使用者用便房の仕様とすることが
できる。 

・使用中の表示ができる装置を設け
るよう配慮する。 

 （ウ）床面仕上げ ●表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 
 ⇒★図 05-1 

・濡れても滑りにくい仕上げとする。 
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 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
 その他 ○階ごとに便所を設ける場合は、それぞれの階に車椅子使

用者用便房を 1 以上設ける。 
○当該トイレは、利用しやすい場所に設ける。 
○異性による介助や性的マイノリティの利用に配慮し、最

低一つは男女の性別によらず利用できるものとする。 
○車椅子使用者用便房を複数設ける場合は、左右からの便

器への移乗に配慮し、便器等の配置が異なるよう設け
る。 

○施設の用途、規模等を考慮し、大型ベッドを設ける。 
○必要に応じ更衣用の台を設ける。 
○車椅子使用者、子ども等及び立位での利用を考慮し、全

身の映る鏡を設ける。 
○緊急通報装置をトイレ内に設ける。 

・大型ベッドは介助により着替え、お
むつ交換、排泄などを行う際に使
用されるものであり、ベンチ等で
代用してもよい。 

（１）イ オストメイト対応 ●便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することがで
きる構造の水洗器具を設けた便房を 1 以上設けること。 
⇒★図 05-5〜6、政令第１４条第 1 項第２号 

○水洗装置は温水対応とする。⇒★図 05-5〜6 
○更衣用の台、手荷物棚、フックを設ける。⇒★図 05-5〜6 
○鏡は腹部を確認できるものとする。⇒★図 05-5 

・「水洗器具」とは、オストメイト(人
工こう門又は人工ぼうこうを使用
している者をいう。) 対応の設備
をいう。 

・オストメイト対応設備とは、汚物流
し、水栓、洗浄ボタン、ペーパーホ
ルダー、液体石けん、鏡、手荷物棚
等である。 

・汚物流し台と便器を兼用した簡易
型オストメイト対応設備について
は、処理袋洗浄時の姿勢や腹部の
洗浄が困難であることを考慮する
と利用しやすいものとはいえない
ため、汚物流し台の設置スペース
が取れない様な小規模建築物や既
存便所の改修時以外は原則使用し
ないものとする。 

・オストメイト対応設備は必ずしも
車椅子使用者用便房内に設けると
いうことではなく、利用者のニー
ズによっては、便所内の別の便房
に設けることでもよい。 

(2)準車椅子使用者用便房 ●床面積の合計が 2,000 ㎡以上の建築物（ホテル若しく
は旅館又は共同住宅、寄宿舎若しくは下宿を除く。）に、
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障
害者等が利用する便所を設ける場合は、(1)の規定にか
かわらず、車椅子使用者用便房を２以上又は車椅子使用
者用便房及び次に掲げる構造の便房（以下「準車椅子使
用者用便房」という。）をそれぞれ１以上（男子用及び
女子用の区別があるときは、それぞれの便所にそれぞれ
１以上）設けること。 ⇒★図 05-11 

・濡れても滑りにくい仕上げとする。 
 

 ア 腰掛便座等 ●腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。  
○座位を保てない人の姿勢の安定に配慮し、便器に背もた

れを設ける。 
○自動洗浄機能付き便座を設置する。 
○便器洗浄ボタンは、視覚障害者の利用を考慮し、押しボ

タン式若しくは靴べら式の洗浄ボタン等、触知しやすく
誤作動しにくいものとする。 

○便器洗浄ボタン、緊急通報ボタンは、弱視者や色弱者の
視認性を高める様配慮する。 

・便座の高さは、40cm〜45cm 程度
とする。 

・手すりは座位確保のため便器の両
側面に設置し、水平部分の手すり
の高さは、65cm〜70cm 程度とす
る。 

・便器洗浄ボタン、緊急通報ボタン、
ペーパーホルダーの設置について
は、JIS S0026 に基づく配置とす
る。 

 イ 車椅子使用者対応 ●車椅子使用者が円滑に利用することができるよう空間
が確保されていること。 

・使用中の表示ができる装置を設け
るよう配慮する。 

・最低限でも車椅子使用者による前
方アプローチが可能となる、幅
1.0m 以上、奥行 2.0m 以上の大
きさを確保する。 
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 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
 その他 ○同一の建築物では、男女別の配置、設備等が統一されて

いること。 
○準車椅子使用者用便房を複数設ける場合は、正面ないし

左右からの便器への移乗に配慮し、便器等の配置が異
なったものを設ける。 

○必要に応じ、手洗器、乳児用いす、乳児用ベッドを設け
る。 

○非常用呼び出しボタンやフラッシュライト等の緊急通
報装置をトイレ内に設ける。 

○手荷物用の棚及びフック等を設ける。 
〇便房の近くには、介助者が待つためのベンチ等を設け

る。 

・オストメイト対応設備、乳幼児用設
備等、機能の組み合わせは、スペー
ス、建物の用途、建物全体の便所の
機能分散などを考慮し、車椅子使
用者の利用にあたり支障のない
様、バランスよく配置する。 

(3)手洗器 ●車椅子使用者用便房又は準車椅子使用者用便房を設け
た場合には、便所内に、次に掲げる構造の手洗器を設け
ること。⇒★図 05-10 
ア 車椅子使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、下

部に車椅子使用者が利用しやすい空間を設けるこ
と。 

イ もたれかかったときに耐えうる強固なもの又は両
側に手すりを適切に配置すること。 

ウ 手洗器具は、容易に操作することができるものとす
ること。 

 

・手洗器は必ずしも便房内部でなけ
ればならないことはないが、自己
導尿による排泄時など、衛生上必
要とされる場合もあるため、ス
ペースに問題がない限り便房内部
に設置することが望ましい。 

・手洗器は、車椅子での使用に配慮
し、手洗器の下に床上 65cm 程度
のスペースを確保する。 

・容易に操作できる手洗器具は、レ
バー式、光感知式等が考えられる。 

・手すりを設ける場合は、車椅子使用
者の利用に配慮したものとする。 

・車椅子回転スペースに手洗器が張
り出さないように製品機種の選定
に配慮する。 

(4)〜(5)男子用小便器 ●(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢
者、障害者等が利用する男子用小便器のある便所を設け
る場合は、そのうち 1 以上に、床置式の小便器、壁掛式
の小便器(受け口の高さが 35cm 以下のものに限る。) 
その他これらに類する小便器を 1 以上設けること。 ⇒
★図 05-10、政令第１４条第２項 

●(5) (4)により設けた小便器は、そのうち 1 以上に、両
側に手すりが適切に配置されたものであること 

○手すりは認知しやすい色とする。 
○小便器の脇には、杖や傘等を立てかけるくぼみ又はフッ

クを設ける。 

・手すりを設けた小便器は、出入口か
ら最も近い場所に設ける。 

・「床置式の小便器、壁掛式の小便器
その他これらに類する小便器」と
は、床置式又は受け口の高さが
35cm 以下のものをいう。 

・小便器の手すりは、杖使用者等の歩
行困難者が左右の手すりにつかま
るか、胸あて用の手すりに胸を着
けて不安定な身体を支えながら用
を足せる構造が必要である。 
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 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
(6)乳幼児用設備 ●施行規則別表第１の１ 建築物の表１の項（幼稚園に限

る）、２の項から５の項まで、６の項（⑷を除く）、７の
項、８の項⑴、１０の項（福祉ホームその他これに類す
るもので主として障害者等（日常生活又は社会生活に身
体の機能上の制限を受ける者をいう。）が利用するもの
に限る。）、１１の項（児童厚生施設、身体障害者福祉セ
ンターその他これらに類するものに限る。）、１２の項、
１３の項及び１５の項⑴に掲げる生活関連施設【幼稚
園、病院、診療所、劇場、映画館、演芸場、観覧上、集
会場、公会堂、展示場、コンビニエンスストア、マーケッ
ト、百貨店、物品販売業を営む店舗、ホテル、旅館、保
健所、税務署、官公署、福祉ホーム、児童厚生施設、身
体者障害者福祉センター等、体育館、水泳場、ボーリン
グ場、博物館、美術館、図書館及び飲食店】で床面積の
合計が 500 ㎡以上のもの並びに同表 21 の項に掲げる
生活関連施設【公衆便所】に、不特定かつ多数の者が利
用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を
設ける場合には、そのうち 1 以上は、次に掲げるもので
あること。⇒★図 05-12 
ア 便所内に、乳幼児を安全に座らせることができる設

備を設けた便房を 1 以上設け、当該便房の出入口に
その旨を表示すること。 

イ 便所内に、乳幼児用ベッドその他の乳幼児のおむつ
の交換ができる設備を 1 以上設けること。ただし、
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、
障害者等が利用する便所以外の場所であって乳幼児
を連れた者が利用しやすい場所に当該設備が設けら
れている場合は、この限りでない。 

ウ 当該便所の出入口に、ア及びイ(イただし書に該当す
る場合にあっては、ア)の設備を設けている旨を表示
すること。 

・対象となるコンビニエンスストア
は、直接地上へ通じる出入口があ
る階に売場を有するものに限りま
す。 

・対象となる福祉ホームは、福祉ホー
ムその他これに類するもので主と
して障害者等（日常生活又は社会
生活に身体の機能上の制限を受け
る者をいう。）が利用するものに限
ります。 

・対象となる官公署は不特定かつ多
数の者が利用するものに限りま
す。 

・乳幼児ベッド等乳幼児のおむつ替
えができる設備をが授乳場所等に
設けられる場合は便所になくても
よい。 

・乳幼児用椅子又は乳幼児用ベッド
が車椅子使用者用便房あるいは準
車椅子使用者用便房に設けられる
場合は、車椅子使用者が必要とす
る空間を確保しつつ設置する。 

 

(7)500 ㎡未満の建築物 ●(6)に掲げる生活関連施設(施行規則別表第 1 の 1 建築
物の表 21 の項に掲げる生活関連施設【公衆便所】を除
く。) で床面積の合計が 500 ㎡未満のものに、不特定
かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等
が利用する便所を設ける場合には、そのうち 1 以上は、
(6)アからウまでに掲げるものとするよう努めること。 
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・従来の多機能便房は、利用者が集中し、

広いスペースが必要な車椅子使用者が

円滑に利用することが困難になってい

る場合がある。 

・また、近年では、視覚・知的・発達障害

者や高齢者等への異性による介助や同

伴、性的マイノリティの利用など、男女

共用の便房の設置に対するニーズも高

まっている。 

・このような実態から、多様な利用者の円

滑な利用を促進するため、従来の多機能

便房内にあった各種設備・機能を、便所

全体に適切に分散して配置することが

重要。 

資料：高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築

設計標準 令和３[2021]年３月（国土交通省）より作成 

 

利用者が集中 
従来の 

多機能便房 

車椅子使用者 

オストメイト 

乳幼児連れ  等 

機能分散 

車椅子使用者用便房 
オストメイト対応 
設備のある便房 

乳幼児連れ用 
設備のある便房 

・車椅子の 

回転スペース 
・大型ベッド 

・ベビーチェア 

・おむつ交換台 
・汚物流し等 

男女共用の便房 

・視覚・知的・発達障害者や高齢者等への異性による
介助や同伴利用、性的マイノリティの利用 

機能分散について 

資料：多様な利用者のニーズに配慮したユニバーサルデザインのトイレづくりハンドブック（東京都）より作成 
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図 05-1 車椅子使用者用便房の例(1) 

図 05-2 車椅子使用者用便房の例(2) 
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図 05-3 床面積 2000 ㎡以上の不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する 

建築物の建築する場合に設ける車椅子使用者用便房の例 

図 05-4 床面積 500 ㎡未満の施設における車椅子使用者用便房の例 

・大型ベッドは、着替えやおむつ交換、自己導尿等による排泄などのために使用されます。 

・乳幼児用のおむつ替え台が使えない年齢の子供から大人まで幅広く使うことができます。 

・大型ベッドの設置にあたっては、下記について配慮が必要です。 

▶車椅子からの移乗や介助者の動作を考慮し十分なスペースを確保する。 

▶大型ベッドからの転落を防げるよう安全性の確保に十分配慮した位置に設置する。 

▶折り畳み式大型ベッドは、車椅子に座ったままでもたためる構造、位置とする。 

▶戸の開閉や施錠の操作ができるよう、戸の付近には大型ベッドを設けない。 

▶緊急時に大型ベッドを使用している状態でも人の出入りができるよう、大型ベッドの位

置と出入口の位置関係に配慮する。 

▶大型ベッドの寸法は、施設用途や利用者のニーズを踏まえて決定する。 

資料：高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 令和３[2021]年３月 

   多様な利用者のニーズに配慮したユニバーサルデザインのトイレづくりハンドブック 

 

大型ベッド 
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図 05-7 操作ボタンの配置（JIS S0026） 

図 05-8 便房設備の表示例（JIS Z8210） 

図 05-6 オストメイト対応設備を有する便房 

図 05-5 オストメイト対応設備の例 

図 05-9 便所内のフラッシュライト（光の点滅で非常時の警報を知らせる装置） 
資料：高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 令和３［2021］年３月（国土交通省） 
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図 05-10 一般便所及び一般便所内の準車椅子使用者用便房の例 

（オストメイト対応設備を配置） 

図 05-11 準車椅子使用者用便房の例 
図 05-12 乳幼児用設備を有する便房 
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1.建築物 0６ 浴室等 

 

基本的な考え方 
・浴室又はシャワー室等を設ける場合は、高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造のものを 1 以上整備する。男女別

に設けられている場合は、それぞれ１以上整備する。 
・浴室等は転倒などによる事故が多い場所であるため、出入口の手すりの設置、滑りにくい床材の使用、不用意な突起

物を設けないことなどについて十分考慮する。 
・温泉などの浴室中心の不特定多数の施設では、露天風呂への利用にも十分考慮する。 

 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室等 
（多数の者が利用する生活関連施設においては、多数の者が利用する浴室等） 
(1)各設備 ●高齢者、障害者等が円滑に利用することができるよう、浴槽、

シャワー、手すり等を適切に配置すること。 ⇒★図 06-1  

○車椅子使用者が浴槽に移動しやすいよう移乗用腰掛台、バスリ
フト等を設けるなど配慮をする。⇒★図 06-3〜4 

○車椅子使用者の利用に適する高さ及び位置に収納棚を設ける。 
⇒★図 06-4 

・手すりは、洗場周辺、浴槽周辺、脱衣・
洗面所等、必要に応じて、水平及び垂直
に取り付ける。 

・浴槽の深さは 50cm 程度、浴槽の高さ
は、40cm〜45cm 程度とする。 

(2)車椅子使用
者対応 

●車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間
を確保し、通行の際に支障となる段を設けないこと。 

 ⇒★図 06-1 

・洗い場等の床面は、濡れても滑りにくい
仕上げとする。 

(3)水栓器具 ●水栓器具は、容易に操作することができるものとすること。 
 ⇒★図 06-1 

○水栓器具の冷温水の区分等は、点字やその他の表示により区別
できるようにする。 ⇒★図 06-1 

・水栓金具はレバー式等操作のしやすい
ものとする。 

・湯水の混合操作を容易にするため、サー
モスタット(自動温度調節器)の付いた
水栓とする。 

・シャワーヘッドは、昇降可能なものか、
上下 2 ヵ所の使いやすい位置にヘッド
掛けを設ける。 

(4)更衣ブース、
シャワーブー
ス等 

●更衣ブース、シャワーブース等を設ける場合には、それぞれそ
のうち 1 以上の出入口の幅を 85cm 以上(構造上出入口の幅を
85cm 以上とすることが困難である場合、又は車椅子使用者が
当該更衣ブース、シャワーブース等に直進のまま出入りするこ
とができる場合にあっては、80cm 以上)とすること。 
⇒★図 06-4 

○出入口幅員は、90cm 以上。 
○必要に応じて、手すりを設ける。 
○更衣、シャワーブースへの通路は、有効幅員 1.2m 以上とする。

⇒★図 06-4 

・「更衣ブース、シャワーブース等」とは、
更衣又はシャワーの使用のために間仕
切り、カーテン等で仕切られた空間を
いう。 

・足拭きマットは、毛足の長いものは避け
る。 
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図 06-1 共同浴槽の例 

図 06-2 洗面台（脱衣室）付近 

図 06-3 車椅子使用者に対応した 
個室浴室の例 

図 06-4 シャワー室の例 
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1.建築物 0７ ホテル又は旅館の客室 
 

基本的な考え方 
・利用者の休憩若しくは宿泊に供する客室等を設ける場合は、高齢者、障害者等が円滑に利用できる客室を 1 以上整備

する。 
・高齢者、障害者等が利用する客室は、移動の困難性を考慮して、避難上有効な施設・設備に近接して設ける。 
・高齢者、障害者等が利用する居室は、デザイン面でも障害のない利用者にも利用可能な魅力あるデザインとする。 

 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
(1)車椅子使用者用客室設

置数 
●ホテル又は旅館には、客室の総数が 200 未満の場合に

あっては当該客室の総数に 50 分の 1 を乗じて得た数
以上、200 以上の場合にあっては当該客室の総数に
100 分の 1 を乗じて得た数に 2 を加えた数以上の車椅
子使用者が円滑に利用できる客室(以下「車椅子使用者
用客室」という。)を設けること。 

 

[車椅子使用者用客室設置数]  
1 〜  50 室  1 室以上 

51 〜 100 室  2 室以上 
101 〜 150 室  3 室以上 
151 〜 199 室  4 室以上 

200 室以上  総数 1%+2 室以上 
・客室数計算において小数が生じた場

合は、整数に切り上げて得た客室数
以上を整備するものとする。 

・車椅子使用者客室は、車椅子使用者
以外の利用者も利用しやすいものと
する。 

(2)車椅子使用者用客室の
構造 

●車椅子使用者用客室は、次に掲げるものであること。  

 ア 便所 ●便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室
が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する
便所(車椅子使用者用便房が設けられたものに限る。)
が 1 以上(男子用及び女子用があるときは、それぞれ 1
以上)設けられている場合は、この限りでない。 
(ア) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されているこ

と。 
(イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよ

う十分な空間が確保されていること。 
(ウ) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げ

ること。 
(エ) 出入口の幅は、85cm 以上(構造上出入口の幅を

85cm 以上とすることが困難である場合、又は車椅
子使用者が当該便所に直進のまま出入りすることが
できる場合にあっては、80cm 以上)とし、戸を設け
る場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子
使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、
その前後に高低差がないこと。⇒★図 07-1 

○温水洗浄便座を設ける。 
○緊急通報装置を設ける。 
○浴室との組み合わせにより、車椅子の転回ができる広

さを確保する。⇒★図 07-3 
○出入口の幅は、90cm 以上とする。⇒★図 07-1、図 07-3 

 

 イ 浴室等 ●浴室等は、次に掲げるものであること。ただし、当該客
室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利
用する浴室等(次に掲げるものに限る。)が 1 以上(男子
用及び女子用の区別があるときは、それぞれ 1 以上)設
けられている場合は、この限りでない。 
(ア) 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置すること。 
(イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよ

・「浴室等」とは浴室又はシャワー室を
いう。 

・手すりは、洗場周囲及び浴槽周囲な
ど、必要に応じて、水平及び垂直に
取り付ける。 

・浴槽の深さは 50cm 程度、浴槽の高
さは、40cm〜45cm 程度とする。 

・洗い場等の床面は、濡れても滑りに
くい仕上げとする。 
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 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
う十分な空間を確保すること。 

(ウ) 出入口は、ア(エ)に掲げるものとすること。 
 ⇒★図 00-3 

○車椅子使用者が浴槽に移動しやすいよう移乗用腰掛
台、バスリフト等を設けるなど配慮をする。⇒★図 07-3 

○車椅子使用者の利用に適する高さ及び位置に収納棚を
設ける。 

○必要に応じて浴槽内にも手すりを設ける。 
○水栓器具の冷温水の区分等は、点字やその他の表示に

より区別できるようにする。⇒★図 07-1 

・水栓器具の高さは洗い場から手が届
き、かつ浴槽に座ったまま操作可能
な高さとする。 

・シャワーヘッドは、昇降可能なもの
か、上下 2 ヵ所の使いやすい位置に
ヘッド掛けを設ける。 

 ウ 客室の広さ ●車椅子が 360 度回転できるよう、直径 1.5m 以上の円
が内接できる空間が確保されていること。⇒★図 07-1  

○出入口の幅は、90cm 以上とする。⇒★図 07-1 

・車椅子のキャスターが沈み込んだり
して、通行の支障となりやすい毛足
の長いカーペットは用いない。 

・ベッドの高さは、車椅子座面と同程
度の高さの 40cm〜45cm 程度とす
る。 

・コンセント、スイッチ、収納棚など
は、車椅子での使用に適する高さ及
び位置とする。 

・照明は、ベッド上から点滅操作がで
きるものとする。 

(3)聴覚障害者対応 ●聴覚障害者が利用する客室内には、非常警報装置を設
けるよう努めること。 ⇒★図 07-1  

○1 以上の客室には、聴覚障害者用にファックスや目覚ま
し用のバイブレーター等を設置、又は貸出をする。 

○補助犬等の利用に配慮する。 

・フラッシュライト及びバイブレー
ターにより情報を伝達する非常警報
装置を設置する。 

 

  

図 07-1 客室の例 
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図 07-3 バスルームの例 

図 07-4 収納棚の高さ 

資料：高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 

 令和３［2021］年３月（国土交通省）より作成 

図 07-5 客室のフラッシュライト 

資料：高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 

 令和３［2021］年３月（国土交通省） 
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1.建築物 0８ 客席 
 

基本的な考え方 
・利用者の利用に供する客席及び舞台を設ける場合は、高齢者、障害者等が円滑に利用できる客席を一定数以上整備す

るとともに、舞台、楽屋への移動経路を確保する。 
・客席の計画に当たっては、高齢者や障害者等が友人や家族とともに利用でき、かつ座席の選択が可能な限り広がるよ

う考慮する。 
・聴覚障害者のための集団補聴装置、字幕、要約筆記者のスペース等について配慮する。 

 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
(1)車椅子使用者

用客席数 
●観覧場、公会堂、集会場、劇場、映画館又は演芸場の客席の総

数が２００以下の場合にあっては当該客席の総数に５０分の
１を乗じて得た数以上、客席の総数が２００を超え２，０００
以下の場合にあっては当該客席の総数に１００分の１を乗じ
て得た数に２を加えた数以上、客席の総数が２，０００を超え
る場合にあっては当該客席の総数に１０，０００分の７５を乗
じて得た数に７を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用
できる客席で次に掲げる基準に適合するもの（以下「車椅子使
用者用客席」という。）を設けること。 

 
 

[設置数] 
 1 〜  50 席          1 席以上 
51 〜 100 席          2 席以上 

101 〜 150 席          3 席以上 
151 〜 200 席          4 席以上 

201 〜 2000 席 総数 1%+2 席以上 
2000 席を超える場合  

総数 0.75%+7 席以上 
・「総客席数」「車椅子使用者用客席数」

には、固定式客席数のほか可動式客席
数を含む。 

・客席数計算において少数小数が生じた
場合は、整数に切り上げて得た客席数
以上を整備するものとする。 

(2)車椅子使用者
用客席の構造 

●車椅子使用者用客席は、次に掲げるものであること。 
  ア 幅は９０センチメートル以上とし、奥行きは１．２メート 

ル以上とすること。⇒★図 08-2 
 イ 床は、平らとすること。 
 ウ 車椅子使用者が舞台等を容易に視認できる構造とするこ 

と。⇒★図 08-4 
 エ 同伴者用の客席又はスペースを当該車椅子使用者用客席

に隣接して設けること。⇒★図 08-2  
 オ 客席の総数が２００を超える場合には、第１項の規定によ

る車椅子使用者用客席を２箇所以上に分散して設けなけれ
ばならない。 

 カ 移動等円滑化経路（１３の項に規定する移動等円滑化経路
をいう。）を構成する出入口から⑴に定める客席までの経路
の幅は、１．２メートル以上とすること。⇒★図 08-1〜2 

キ カに掲げる経路に高低差がある場合においては、４の項
⑴、⑵及び⑸並びに１３の項⑵エに定める構造の傾斜路を
設けること。 

４の項 
（１）勾配が 12 分の 1 を超え、又は高さが 16cm を超える傾

斜がある部分には、手すりを両側に設けること。 
（２）表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 
（５）両側に、側壁又は 5cm 以上の立ち上がり部を設けること。 
１３の項（２）エ 
（ア）幅は、階段に代わるものにあっては 1.2m 以上、階段に併

設するものにあっては 90cm 以上とすること。 
（イ）勾配は、12 分の 1 を超えないこと。ただし、高さが 16cm

以下のものにあっては、8 分の 1 を超えないこと。 
（ウ）高さが 75cm を超えるものにあっては、高さが 75cm 以

内ごとに踊場を設けること。 

・車椅子使用者用客席は、一般席を取り
外して用意する方法もある。 

・親子ブース等を設ける場合は、障害者
や介助者も利用できる構造となるよ
う配慮する。 

・前後の客席・観覧席の位置、高低差を
考慮し、舞台やスクリーン、競技ス
ペース等へのサイトライン（可視線）
を確保する。 
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 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 

（エ）踊場(（ウ）の規定により設けるもの及びそれ以外のも
のをいう。)の踏幅は、1.5m 以上とすること。 

 
○車椅子使用者用客席前後には、車椅子が容易に出入り及び転回

可能なスペースを設ける。⇒★図 08-2 
○客席通路側の座席の肘掛けは、高齢者、障害者等が利用しやす

いよう跳ね上げ式とする。⇒★図 08-2 
○乳幼児を連れた利用者や、知的・発達障害者等を同伴する利用

者がが、観覧等するために利用できる区画(親子ブースやセン
サリールーム)等を設ける。⇒★図 08-3 

○高齢者、障害者等が容易に舞台に上がることができるような経
路を確保する。⇒★図 08-1 

 

(2)難聴者対応 ●観覧場、公会堂、集会場、劇場、映画館又は演芸場の客席の総
数が２００未満の場合にあっては当該客席の総数に５０分の
１を乗じて得た数以上、客席の総数が２００以上１，０００未
満の場合にあっては当該客席の総数に１００分の１を乗じて
得た数に２を加えた数以上、客席の総数が１，０００以上の場
合にあっては当該客席の総数に５００分の１を乗じて得た数
に１０を加えた数以上の難聴者の聴力を補うための装置のあ
る客席を設けるよう努めること。⇒★図 08-1 

○舞台もしくは客席周囲にパソコン要約筆記用作業スペースを
確保する。 

○手話通訳位置を想定してスポットライトを設ける。 

・「難聴者の聴力を補うための装置」は、
磁気ループや FM 補聴装置、赤外線補
聴装置、字幕・文字情報等を表示する
装置等が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 08-1 客席の例 
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図 08-3 舞台への経路 図 08-2 車椅子使用者と付添者の客席例 

図 08-4 サイトラインの確保 資料：高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 

 令和３［2021］年３月（国土交通省）より作成 
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1.建築物 0９ カウンター等 
 

基本的な考え方 
・カウンター及び記載台若しくは公衆電話台を設ける場合には、高齢者、障害者、幼児等が、円滑に利用できる構造と

する。 
 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するカウンター等 
（多数の者が利用する生活関連施設においては、多数の者が利用するカウンター等） 
(1)カウンター

の構造 
●不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等

が利用するカウンター、記載台又は公衆電話台(以下「カウン
ター等」という。) を設ける場合は、それぞれ 1 以上のカウン
ター等を車椅子使用者の円滑な利用に配慮した高さとし、か
つ、下部に車椅子使用者が利用しやすい空間を設けること。 
⇒★図 09-1 

○立位で使用するカウンターは、身体の支えになるよう、床及び
壁に固定し、必要に応じ手すりを設ける。 

○銀行、病院等の呼出しを行うカウンターには、音声によるほか、
聴覚障害者用に電光表示板を設置する。⇒★図 09-1 

○必要に応じて、乳幼児用椅子をカウンター付近に設置する。 

・カウンターとは、物品の受け渡し、筆記、
対話等を行うために設けるものをい
う。 

・車椅子使用者用カウンターの高さは、上
端で 70cm〜75cm 程度とする。下部に
は、高さ 65cm 程度、奥行き 45cm 程
度の空間を設ける。 

(2)券売機 ●券売機、公衆電話機、自動販売機、水飲み器その他不特定かつ
多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する
機器を設ける場合には、高齢者、障害者等の円滑な利用に配慮
した機器とするよう努めること。 ⇒★図 09-2、09-3 

・電話機のボタン等の中心の高さが、
90cm〜1m 程度とする。 

 

 

  

図 09-1 カウンターの例 
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図 09-1 カウンターの例 

図 09-2 車椅子使用者対応の自動販売機の例 

図 09-3 水飲み器の設置例 
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1.建築物 10 休憩設備 
 

基本的な考え方 
・高齢者、障害者をはじめすべての人が円滑に利用できる休憩場所を 1 以上整備する。 

 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩設備 
（多数の者が利用する生活関連施設においては、多数の者が利用する休憩設備） 
(1)設置数 ●床面積の合計が 2,000 ㎡以上の建築物(公衆便所及び自動車の駐

車の用に供する施設を除く。)に不特定かつ多数の者が利用し、
又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等を設ける場合
は、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備(以下「休憩設備」
という。)を適切な位置に設けること。 ⇒★図 10-1 

・長い廊下や広い空間に接する場所に休
憩設備を設けると、一度に長い距離を
歩行するのが困難な者にとって、歩行
の負担を軽減することが出来る。 

・ベンチ等を設ける場合は、利用者の円滑
な通行を妨げないようにする。また、視
覚障害者等の通行の支障とならないよ
うな措置を講ずる。 

(2)案内表示 ●休憩設備又はその付近に、必要に応じ、休憩設備が設けられてい
る旨の適切な表示をすること。 ⇒★図 10-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 10-1 廊下に設けた休憩スペース 
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1.建築物 11 敷地内の通路 
 

基本的な考え方 
・通路又は駐車場から主要な出入口に至る敷地内通路は、だれもが目的の施設を安全かつ円滑に利用できるように整備

する。 
・敷地内通路は、非常時における避難移動にも十分に対応できるように安全な通路として整備する。 
・敷地内通路は、原則として歩車道分離とする。 

 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路 
（多数の者が利用する生活関連施設においては、多数の者が利用する敷地内の通路） 
（１）路面仕上げ ●表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

 ⇒★図 11-1、政令第１６条第１項 

 

（２）段 ●段がある部分は、次に掲げるものであること。 
ア 手すりを両側に設けること。 ⇒政令第１６条第２号イ（片側） 
イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度

の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとする
こと。 ⇒政令第１６条第２号ロ 

ウ 段鼻の突き出しを設けないこと及び蹴込みを 2cm 以下とす
ること。  ⇒政令第１６条第２号ハ（段鼻の突き出しその他の躓きの原
因となるものを設けない） 

○手すりの上下端部には、現在位置等を点字等で表示する。 
○手すりは、傾斜路の端部から 45cm 以上水平に延長して設け、

端部は曲げて処理する。 

・手すりを取り付ける場合の高さは、1 本
の場合は、75cm〜85cm 程度とし、2
本の場合は、60cm〜65cm 程度の高さ
の手すりを加える。 

・点字等の表示は水平部分に設ける。 

（３）傾斜路 ●傾斜路は、次に掲げるものであること。 
ア 勾配が 12 分の 1 を超え、又は高さが 16cm を超え、か

つ、勾配が 20 分の 1 を超える傾斜がある部分には、手す
りを両側に設けること。 ⇒★図 11-2、政令第１６条第３号イ（片
側手すり） 

イ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大き
いことによりその存在を容易に識別できるものとするこ
と。 ⇒政令第１６条第３号ロ 

ウ 両側に、側壁又は 5cm 以上の立ち上がり部を設けるこ
と。 ⇒★図 11-2  

 

（４）突出物等 ●突出物その他通行の支障となるものを設けないこと。ただし、
通行の安全上支障がないよう必要な措置を講じた場合は、こ
の限りでない。 ⇒★図 11-1 

・車止めを設ける場合は、視覚障害者や車
椅子使用者の安全で円滑な通行を妨げ
ることから、利用者等との協議を行う
ことが望ましい。 

（５）排水溝 ●排水溝を設ける場合は、溝蓋は、白杖、車椅子等の使用者の
通行に支障のない構造とすること。 ⇒★図 11-3 

・細目ノンスリップタイプの溝蓋とする。 

その他 ○夜間の視認性が高まるよう反射材等を付ける。 
○夜間における弱視者の歩行に配慮し、適切な照明計画やわか

りやすい動線計画等により、敷地内の通路を整備する。 

 

移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路 
（ア）幅 ●幅は、1.4m 以上とすること。 ⇒★図 11-1、政令第 18 条第 2 項

第 7 号イ（※1.2ｍ以上） 

○幅は、1.8m 以上とする。 

・幅 1.4m は車椅子と人のすれ違いがで
き、幅 1.8m は車椅子使用者同士がす
れ違える寸法である。 
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 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
（イ）車椅子使用

者対応 
●区間 50m 以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設け

ること。 ⇒政令第 18 条第 2 項第 7 号ロ 

 

 

（ウ）戸の構造 ●戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子
使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前
後に高低差がないこと。 ⇒★図 11-1、政令第 18 条第 2 項第 7 号
ハ 

 

 
 

（エ）傾斜路 ●傾斜路は、次に掲げるものであること。 
(ア) 幅は、段に代わるものにあっては 1.2m 以上、段に併

設するものにあっては 90cm 以上とすること。⇒★図 11-2 
(イ) 勾配は、12 分の 1 を超えないこと。ただし、高さが

16cm 以下のものについては、8 分の 1 を超えないこと。 
(ウ) 高さが 75cm を超えるもの(勾配が 20 分の 1 を超える

ものに限る。)にあっては、高さ 75cm 以内ごとに踊場を
設けること。⇒★図 11-2 

(エ) 踊場((ウ)の規定により設けるもの及びそれ以外のもの
をいう。)は、踏幅 1.5m 以上とすること。 

 ⇒★図 11-2、政令第 18 条第 2 項第 7 号ニ 

○幅は、段に代わるものにあっては、1.5m 以上、段に併設す
るものにあっては 1.2m 以上とする。 

○勾配は、15 分の 1 を超えないこと。⇒★図 11-2 

・踏幅が 1.5m 以上あれば、車椅子使用
者が転回可能である。 

・傾斜路の起終点、屈曲部、通路との交差
部分に設ける踊場にあっても、踏幅
1.5m 以上とする。 
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図 11-1 移動等円滑化経路としての敷地内の通路 

図 11-2 傾斜路の縦断勾配 

図 11-3 細目タイプの排水溝の溝蓋 
（ノンスリップタイプ） 

図 11-4 残存段差処理 
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1.建築物 12 駐車場 
 

基本的な考え方 
・車椅子使用者用駐車施設は、主要な出入口に最も近い場所に設け、施設の用途、規模によっては、多くの車椅子使用

者等が同時に複数の区画を利用することを想定して可能な限り多くの区画数を確保する。 
・車椅子使用者以外の障害者等については、広い幅員を必ずしも必要としないものの移動に配慮が必要な方もいること

から、ほかに優先的に利用できる場所を設けることが望ましい。 
 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場 
（多数の者が利用する生活関連施設においては、多数の者が利用する駐車場） 
(1)設置数 ●不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が

利用する駐車場(共同住宅、寄宿舎にあっては、床面積の合計が
2,000 ㎡以上の建築物に設けられるものに限る。以下この項に
おいて同じ。)を設ける場合には、当該駐車場(駐車場が 2 以上あ
るときは、合わせて 1 の駐車場とみなす。)における自動車の全
駐車台数が 200 未満の場合にあっては当該全駐車台数に 50 分
の 1 を乗じて得た数以上、全駐車台数が 200 以上 1,000 未満の
場合にあっては当該全駐車台数に 100 分の 1 を乗じて得た数に
2 を加えた数以上、全駐車台数が 1,000 以上の場合にあっては
当該全駐車台数に 500 分の 1 を乗じて得た数に 10 を加えた数
以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる車椅子使用
者用駐車施設を設けること。 ⇒政令第１７条第１項（敷地内に１台以
上） 

[設置数]  
1 〜 50 台      1 台以上  

51 〜 100 台       2 台以上  
101 〜 150 台       3 台以上  
151 〜 199 台       4 台以上  
200 〜 999 台 総数 1%+2 台以上  

1000 台以上 総数 0.2%+10 台以上 
・台数計算において少数が生じた場合は、

整数に切り上げて得た台数以上を整備
するものとする。 

・必要に応じて、車止め等を適切に処置す
る。 

(2) 車 椅 子 使
用 者 用 駐 車
施設 

●車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものであること。 
ア 幅は、3.5m 以上とし、奥行きは 6m 以上とすること。 

⇒★図 12-1〜2、政令第 17 条第２項第 1 号（幅 3.5ｍ以上、奥行き規定なし） 
イ 1 の項(1)ウ(施行規則別表 13 の項(1)ウ)に定める経路【車

椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路】の長さがで
きるだけ短くなる位置に設けること。 
⇒★図 12-1、政令第 17 条第２項第 2 号 

ウ 車両への乗降の用に供する部分は、できるだけ水平とするこ
と。 ⇒★図 12-1 

○上屋又はひさしを設ける。 ⇒★図 12-1 
○施設の主要な出入口に近接した場所に設ける。⇒★図 12-1 
○車椅子使用者の乗降用スペースは左右両方に設けることが望ま

しく、車椅子使用者用駐車施設を隣接して複数設けると左右ど
ちらからでも乗降できるようになる。⇒★図 12-1〜2 

○乗降用スペースの表面は斜線で塗装表示すること。⇒★図 12-1〜2 
○路面は青色で塗装することが望ましい。⇒★図 12-1〜2 
○車椅子使用者用駐車施設のほかに幅広い駐車スペースを必要と

しない高齢者、障害者、妊産婦等が優先的に駐車できる優先駐車
施設を設ける。 

・道等に接する駐車場の進入口には、車椅
子使用者用駐車施設を示す標識を１種
以上設ける。 

・駐車施設が多数ある駐車場では、駐車場
の進入口から車椅子使用者用駐車施設
まで、分かりやすく誘導する標識を設
ける。 

・バンタイプの車椅子使用者対応車両で
は、後部ドアの開閉が通常であり、奥行
きの確保が必要である。 

(3)高齢者、障
害 者 等 優 先
停車施設 

●不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が
利用する車寄せを設ける場合は、次に掲げる基準に適合する高
齢者、障害者等の自動車への円滑な乗降の用に供する自動車の
停車のための部分(以下この号において「高齢者、障害者等優先
停車施設」という。)を設けるよう努めること。 
ア 車両への乗降の用に供する部分は、車椅子使用者等が円滑に

乗降できるよう、幅及び奥行きをそれぞれ 1.5m 以上とし、
できるだけ水平とすること。 

・車椅子使用者などが車を乗降する際は、
幅の広い駐車スペースが必要となるた
め、必要な方が必要なときに使用でき
るよう、専用である旨の表示をする必
要がある。 
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 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 

イ 高齢者、障害者等優先停車施設又はその付近に、必要に応じ、
高齢者、障害者等優先停車施設である旨を表示すること。 

ウ 高齢者、障害者等優先停車施設に最も近い利用者の用に供す
る出入口から高齢者、障害者等優先停車施設までの通路は、
13 の項(2)(施行規則別表第２ 13 の項(2)キ)に定める構造
とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 12-1 車椅子使用者用駐車施設の設置例 
    （直接地上に通じる主要な出入口付近の例） 

図 12-2 車椅子使用者用駐車施設の考え方（１台駐車） 図 12-3 車椅子使用者用駐車施設の例 
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埼玉県思いやり駐車場制度（パーキング・パーミット制度）              
                                                      

●障害のある方や要介護状態の高齢者、妊産婦など、歩行が困難と認められる方に利用証を交付し、         

 公共施設や商業施設などに設置されている「車椅子使用者用駐車区画」及び「優先駐車区画」の 

適正利用を推進する制度です。（埼玉県では、令和 5 年 11 月 1 日より制度開始）                 
                                                      
●車椅子使用者が車から乗降するには、ドアを全開にしなければならず、幅の広い「車椅子使用者用 

駐車区画」を利用する必要があります。                                  
                                                     
●一方で、歩行が困難でも乗降時に幅の広い区画は必要としない人のために、幅の広い区画に加えて、

施設の出入口に近い場所に、通常幅（3.5ｍ未満）の「優先駐車区画」を設置する取組が推奨されて

います。（ダブルスペース）                                         

               

                                        
   【駐車区画のイメージ】            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

車椅子使用者用駐車区画   優先駐車区画  

※国土交通省資料を基に作成   

車椅子使用者に必須の   
幅の広い駐車区画     

広い幅を必要としない方の    
ための駐車区画        

優先駐車区画の例     
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1.建築物 13-1 移動等円滑化経路 
 

基本的な考え方 
・建築物の敷地の接する道等から利用居室に至る 1 以上の経路を車椅子使用者等が円滑に利用できる移動等円滑化経路

とし、当該利用居室から車椅子使用者用便房及び車椅子使用者用駐車施設に至る 1 以上の経路についても車椅子使用
者等が円滑に利用できる移動等円滑化経路とする。 

 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室への移動等円滑化経路 
（多数の者が利用する生活関連施設においては、多数の者が利用する居室への移動等円滑化経路） 
(1)移動等円滑化

経路 
●次のアからエまでに掲げる場合には、それぞれ当該アからエま

でに定める経路のうち 1 以上(エに掲げる場合にあっては、そ
のすべて)を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下
「移動等円滑化経路」という。)とすること。ウにおいて同じ。)
から当該車椅子使用者用便房及び当該準車椅子使用者用便房
までの経路 ⇒政令第１８条第１項 

ア 建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高
齢者、障害者等が利用する居室(以下「利用居室」という。)
を設ける場合  道又は公園、広場その他の空地(以下「道
等」という。)から当該利用居室までの経路(直接地上へ通じ
る出入口のある階(以下「地上階」という。)又はその直上階
若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合にあっては、
当該地上階と直上階又は直下階との間の上下の移動に係る
部分を除く。)  ⇒★図 13-1-1〜3 政令第１８条第１項第１号 

イ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房又は準車椅子
使用者用便房のある便所(車椅子使用者用客室に設けられ
るものを除く。以下同じ。)を設ける場合  利用居室(当該
建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。ウに
おいて同じ。）から当該車椅子使用者用便房及び当該準車椅
子使用者用便房までの経路 ⇒★図 13-1-2、政令第１８条第１項
第２号 

ウ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける
場合  当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの
経路 ⇒★図 13-1-3、政令第１８条第１項第３号 

エ 建築物が公共用歩廊である場合  その一方の側の道等
から当該公共用歩廊を通過し、その他方の側の道等までの
経路(当該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限る。) 

 ⇒政令第１８条第１項第 4 号  

○直接地上へ通じる出入口のある階又はその直上階若しくは直
下階のみに利用居室を設ける場合であっても、上下の移動に
係る部分について、移動等円滑化経路とする。 

・地上階又はその直上階若しくは直下階
のみに利用居室を設ける場合に上下
の移動に係る部分が経路から除外さ
れるのは、アの場合のみであって、イ
又はウの場合については除外されな
い。また、アの場合に経路から除外さ
れるのは上下の移動に係る部分のみ
であって、地上階及びその直上階又は
直下階の水平移動に係る部分につい
ては除外されない。 

 
・車椅子使用者用駐車施設から利用居室

までの経路は敷地内で確保しなけれ
ばならず、敷地外を経由することはで
きない。 

(２)移動等円滑化
経路の構造 

●移動等円滑化経路は、次に掲げるものであること。 
ア 移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。ただ

し、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場
合は、この限りでない。 ⇒政令第１８条第 2 項第 1 号 

イ 移動等円滑化経路を構成する出入口 
 P.40 01 出入口 参照 
ウ 移動等円滑化経路を構成する廊下等 
 P.42 02 廊下等 参照 
エ 移動等円滑化経路を構成する傾斜路（階段に代わり、又は

これに併設するものに限る 

・1cm 程度で車椅子の通過に支障のな
いよう配慮された構造のものは、段と
みなさない。 
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 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 

 P.48 04 階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路 参
照 

オ 移動等円滑化経路を構成するエレベーター（カに規定する
ものを除く。）及びその乗降ロビー 

 P.79 13-2 昇降機 参照 
カ 移動等円滑化経路を構成する特殊な構造又は使用形態の

エレベーターその他昇降機 
 P.84 13-3 特殊な構造の昇降機等 参照 
キ 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路 
 P.70 11 敷地内の通路 参照 

(3) 地 形 の 特 殊
性 

●(1)に定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性によ
り(2)キ 【11(移動等円滑化経路を構成する)敷地内の通路】
の規定によることが困難である場合における (1)及び(2)の
規定の適用については、 (1)ア中「道又は公園、広場その他の
空地(以下「道等」という。)」とあるのは、「当該建築物の車
寄せ」とすること。 ⇒政令第１８条第３項 

・「地形の特殊性」とは、急傾斜地等によ
る地形をいう。例えば、傾斜地のため
建築物付近まで高齢者、障害者等が徒
歩によりアプローチすることが困難
で、バスあるいはタクシー等が車寄せ
まで乗り入れるような場合には、車寄
せから建築物の出入口までの敷地内
の通路の基準を適合させればよい。 
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図 13-1-1 200 ㎡以上の物販店舗の場合（来客用便所、駐車場がない場合） 

図 13-1-2 200 ㎡以上の物販店舗の場合（1F に車椅子使用者用便房がある場合） 

図 13-1-3 200 ㎡以上の物販店舗の場合（地上階に車椅子使用者用駐車施設がある場合） 
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1.建築物 13-2 エレベーター及び乗降ロビー 
 

基本的な考え方 
・エレベーターは、車椅子使用者にとって最も円滑に垂直移動できる設備である。エレベーターの設置にあたっては、

設置場所等を十分に考慮する。なお、エレベーター付近に階段若しくは段を設ける場合には、車椅子使用者等の転落
防止等に十分注意した配置とする。 

・エレベーターは、原則として 2 階以上の階に利用者の利用に供する利用居室等が設けられている場合には設置する。 
・大型商業施設等に複数のエレベーターを設ける場合には、１以上、車椅子使用者や乳幼児連れの方が利用できるよう

配慮する。 
・物品販売業を営む店舗、集会施設及び劇場等の同時に多数が利用する恐れがあるエレベーターは、より大きな床面積

のエレベーターとする。また、車椅子使用者が円滑に利用できるよう複数台設ける。 
・エレベーター内の制御装置(特に緊急通報ボタン)は、車椅子使用者、視覚障害者、聴覚障害者、高齢者等の利用に配

慮する。 
 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室への移動等円滑化経路 
（多数の者が利用する生活関連施設においては、多数の者が利用する居室への移動等円滑化経路） 
を構成するエレベーター及び乗降ロビー 
(ア)停止階 ●籠（人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。）は、利用居室が

ある階、車椅子使用者用便房又は準車椅子使用者用便房がある
階、車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止するこ
と。 ⇒政令第１８条第２項第５号イ 

・「籠」とは、人を乗せ昇降する部分をい
う。 

(イ)出入口の
幅 

●籠及び昇降路の出入口の幅は、80cm 以上とすること。 
 ⇒★図 13-2-1〜2 政令第１８条第２項第５号ロ 

○籠及び昇降路の出入口の幅は、90cm 以上とする。 

 

(ウ)かごの奥
行き 

●籠の奥行きは、1.35m 以上(別表第 1 の 1 建築物の表 9 の項に
掲げる生活関連施設【共同住宅又は寄宿舎】であって床面積の合
計が 1,000 ㎡以上 2,000 ㎡未満のものは、1.15m 以上)とする
こと。 ⇒★図 13-2-2 政令第１８条第２項第５号ハ（奥行 1.35m 以上） 

 

(エ)乗降 
ロビー 

●乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、
1.5m 以上とすること。⇒★図 13-2-1〜2、政令第１８条第２項第５号ニ 

○乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ 1.8m 以上とする。 
⇒★図 13-2-1〜2 

○出入口が外部に面するエレベーターにはひさしを設け、雨天時の
乗降に配慮する。 

・乗降ロビーの付近に階段若しくは段を
設ける場合には、車椅子使用者等の転
落防止策を講じるなど、その配置に注
意する。 

(オ)制御装置 ●籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制
御装置を設けること。 ⇒★図 13-2-1〜4 政令第１８条第２項第５号ホ 

○車椅子使用者の利用しやすい制御装置にも点字表示を行う。 
⇒★図 13-2-3〜4 

○戸の開閉時間を延長する機能を設ける。⇒★図 13-2-1 
○操作盤にはインターホンを設ける。 

・籠の制御装置は、側面の壁の中央部分に
設ける。左右の壁に主操作盤、副操作盤
を設けることが望ましい。 

・制御装置の高さは 1m 程度とする。 

(カ)停止階等
表示 

●籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置
を設けること。 ⇒★図 13-2-1、政令第１８条第２項第５号へ 

 

(キ)昇降方向
表示装置 

●乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けるこ
と。 ⇒★図 13-2-1、政令第１８条第２項第５号ト 
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 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
(ク)手すり ●籠内の両側面に、手すりを設けること。 ⇒★図 13-2-1 

 
・手すりの取り付け高さは、75cm〜

85cm 程度とする。 

(ケ)鏡 ●籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口の戸
の開閉状態を確認することができる鏡を設けること。 

 ⇒★図 13-2-1 

 

・車椅子使用者がバックで出るとき、出入
口周りの人や床が見やすいものとし、
床上 40cm〜150cm 程度まである鏡と
する。 

・2 方向出入口がある籠(スルー型、直角
2 方向型)又はトランク付型の籠で適切
な位置に鏡を設けることが出来ない場
合は、籠の上部に凸面鏡等を設ける。 

(コ)自動制止
装置 

●籠の出入口には、利用者を感知し、籠及び昇降路の出入口の戸の
閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けること。 

 ⇒★図 13-2-1 

○光電式の場合は、光電ビームを 2 条以上、床上 20cm 及び 60cm
程度の高さに設けること。 

・光電式、静電式または超音波式で利用者
を感知し、戸閉を制御する装置を設け
ること。 

(サ)かごの大
きさ（2,000
㎡以上） 

●不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積の合計が2,000㎡
以上の建築物に限る。)の移動等円滑化経路を構成するエレベー
ターにあっては、（ア）から（コ）まで(（エ）及び（キ）を除く。)
に定めるもののほか、次に掲げるものであること。 
a. 籠の幅は、1.4m 以上とすること。⇒★図 13-2-2 
b.  籠は、車椅子の転回に支障がない構造のものとすること。 

⇒政令第１８条第２項第５号チ 

・床面積の合計が 2,000 ㎡以上の不特定
かつ多数の者が利用する建築物の場合
に限られるため、老人ホーム、共同住宅
などには適用されない。 

(シ)視覚障害
者、聴覚障害
者対応 

●不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用す
るエレベーター及び乗降ロビーにあっては、（ア）から（サ）ま
でに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、エ
レベーター及び乗降ロビーが主として自動車の駐車の用に供す
る施設に設けるものである場合は、この限りでない。 
a.  籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸

の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。⇒★図 13-2-3 
b.  籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利

用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合に
あっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字、
文字等の浮き彫り、音による案内その他これらに類するもの
により視覚障害者が円滑に操作することができる構造のもの
とすること。⇒★図 13-2-5〜6 

c.  籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声によ
り知らせる装置を設けること。 

 ⇒★図 13-2-1、政令第１８条第２項第５号リ 

○乗降ロビーの点状ブロックは制御装置の側に寄せて敷設する。 
⇒★図 13-2-1 

○聴覚障害者への視覚による情報伝達手段として、緊急通報装置等
を設ける。⇒★図 13-2-1 

○籠内に、保守管理者や非常時の連絡先、連絡方法を表記する。 
⇒★図 132--1 

○籠及び出入口の戸には、乗降ロビー及び籠内から内部及び外部が
確認できるよう、ガラス窓等とする。⇒★図 13-2-1 

○点字表示は、制御装置のボタンの左側に設ける。⇒★図 13-2-5 
○制御装置のボタンは、ボタンと周辺部分とのコントラストを十分

に確保する。 

・不特定かつ多数の者が利用し、又は主と
して視覚障害者が利用するエレベー
ターおよび乗降ロビーに限られるた
め、老人ホーム、共同住宅などには適用
されない。 

・制御装置のボタンの配置は、千鳥配置と
する。 

・制御装置のボタンは、押しボタン式とす
る。 

・制御装置に点字表示を設ける際は、立位
で使用する制御装置に設けることを基
本とする。ただし、視覚障害者が車椅子
使用者対応の制御装置を押す場合に備
えて、車椅子使用者対応の制御装置に
も点字をつけることが望ましい。 

・緊急時に外部と連絡を取ることができ
る装置を設けることが望ましい。 
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 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
(ス)出入口が

複 数 あ る エ
レベーター 

●籠の出入口が複数あるエレベーターを設ける場合は、開閉する籠
の出入口を音声により知らせる装置を設けること。  

 

(セ)災害時等 ●地震、火災、停電等の際に管制運転を行う装置(火災の際にあっ
ては避難階(直接地上へ通じる出入口のある階をいう。以下同
じ。)に、地震、停電等の際にあっては最寄り階に自動的に籠を
移動し、及び出入口の戸を開くことにより利用者の安全を図る
装置をいう。以下同じ。)を設け、当該装置の作動時には、その
旨を音声及び文字で知らせる設備を設けるよう努めること。  

○非常呼び出しボタンの形状は、視覚障害者の利用に配慮して形状
や色を変え、触覚でわかるようにすること。 
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図 13-2-1 移動等円滑化経路を構成するエレベーターの例 

図 13-2-2 移動等円滑化経路を構成する 
籠内及び乗降ロビーの各寸法 

図 13-2-3 籠内の各高さ 
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図 13-2-4 乗降ロビーにおける装置類 

図 13-2-5 籠内操作盤の階数ボタン配置と 

点字表示例 
図 13-2-6 階数ボタン（点字表示） 
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1.建築物 13-3 特殊な構造の昇降機等 
 

基本的な考え方 
・移動等円滑化経路上にやむを得ず段がある場合に設けられる特殊な構造のエレベーターは、施設管理者は利用者の円

滑な利用を十分に考慮する。屋外に設置される場合は屋根等を設ける。 
 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室への移動等円滑化経路 
（多数の者が利用する生活関連施設においては、多数の者が利用する居室への移動等円滑化経路） 
を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機 
 カ  ●移動等円滑化経路を構成する平成 18 年国土交通省告示第 1492

号第１に規定する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその
他の昇降機は、平成 18 年国土交通省告示第 1492 号第 2 に掲げ
る構造とすること。 

【H18 国交告第 1492 号】 
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の

規定により特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降
機等を定める件 
第１ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行
令（以下「令」という。）第 18 条第２項第６号に規定する国土交通
大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇
降機は、次に掲げるものとする。 
１ 昇降行程が４メートル以下のエレベーター又は階段の部分、傾
斜路の部分その他これらに類する部分に沿って昇降するエレベー
ターで、かごの定格速度が 15 メートル毎分以下で、かつ、その床
面積が 2.25 平方メートル以下のもの 

２ 車いすに座ったまま車いす使用者を昇降させる場合に２枚以上
の踏段を同一の面に保ちながら昇降を行うエスカレーターで、当
該運転時において、踏段の定格速度を３０メートル毎分以下とし、
かつ、２枚以上の踏段を同一の面とした部分の先端に車止めを設
けたもの 

第２ 令第 18 条第２項第６号に規定する車いす使用者が円滑に利
用することができるものとして国土交通大臣が定める構造は、次に
掲げるものとする。 
１ 第１第１号に掲げるエレベーターにあっては、次に掲げるもの
であること。 
イ 平成１２年建設省告示第 1413 第１第７号に規定するものと

すること。 
ロ かごの幅は 70 センチメートル以上とし、かつ、奥行きは  

120 センチメートル以上とすること。 
ハ 車いす使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合に

あっては、かごの幅及び奥行きが十分に確保されていること。 
二 第１第２号に掲げるエスカレーターにあっては、平成 12 年建

設省告示第 1417 号第 1 ただし書に規定するものであること 

 
 
 
 
 
H18 国交告第 1492 号第１第１号 
→特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーター 
 
H18 国交告第 1492 号第１第 2 号 
→特殊な構造又は使用形態のエスカ

レーター 
（H12 建告第 1417 第 1 ただし書き

に規定するもの） 
 
 
・(注)平成 12 年建設省告示第 1413

号は、「特殊な構造又は使用形態の
エレベーター及びエスカレーター
の構造方法を定める件」である。 

 
・幅 70cm 以上、奥行き 1.2m 以上

は、車椅子 1 台分のスペースであ
る。 

 
・(注)平成 12 年建設省告示第 1417

号は、「通常の使用状態において人
又は者が挟まれ、又は障害物に衝
突することがないようにしたエス
カレーターの構造及びエスカレー
ターの勾配に応じた踏段の定格速
度を定める件」である。 

 その他 ○係員の呼び出しインターホンを設置し、車椅子で利用できること
を表示する案内表示を設ける。 

○視覚障害者をエスカレーターに誘導する場合は、点状ブロック等
や誘導固定手すり、あるいは音声案内等を組み合わせることによ
り、安全に利用できるよう配慮する。 
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図 13-3-1 特殊な構造又は使用形態の昇降機の例 
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1.建築物 14 特定経路 
 

基本的な考え方 
・建築物の敷地の接する道等から共同住宅の住戸及びホテル又は旅館の客室に至る 1 以上の経路を車椅子使用者等が円

滑に利用できる特定経路とする。 
 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
(1)特定経路 ●共同住宅の住戸及びホテル又は旅館の客室においては、道等から

各住戸又は各客室までの経路(地上階又はその直上階若しくは直
下階のみに住戸がある共同住宅又は客室があるホテル若しくは
旅館にあっては、当該地上階とその直上階又は直下階との間の
上下の移動に係る部分を除く。)のうち 1 以上を、多数の者が円
滑に利用できる経路(以下この項において「特定経路」という。)
とすること。 ⇒★図 14-1〜2 

○地上階又はその直上階若しくは直下階のみに住戸がある共同住
宅又は客室があるホテル若しくは旅館であっても、上下の移動
に係る部分について、特定経路とする。 

【移動等円滑化経路と特定経路】 
 移動等円滑化経路 
  1．道等から利用居室までの経路 

２．利用居室から車椅子使用者用便房ま
での経路 

３．車椅子使用者用駐車施設から利用 
居室までの経路 

 特定経路 
  道等から各住戸までの１以上の多数

の者が円滑に利用できる経路 
 利用居室 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主
として高齢者、障害者等が利用する居
室 

(2) 特 定 経 路
の構造 

●特定経路は、次に掲げるものであること。 
ア 当該特定経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜

路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この
限りでない。 

イ 当該特定経路を構成する出入口は、施行規則別表第２ 1 の
項及び 13 の項(2)イの規定【01 出入口】によるものとする
こと。ただし、各住戸又は各客室の出入口は、この限りでな
い。 

ウ 当該特定経路を構成する廊下等は、施行規則別表第２ 2 の
項並びに 13 の項(2)ウ(ア)及び(ウ)の規定【02 廊下等】に
よるほか、区間 50m 以内ごとに車椅子の転回に支障がない場
所を設けること。 

エ 当該特定経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに
併設するものに限る。)は、施行規則別表第２ 4 の項及び 13 
の項(2)エの規定【04 階段に代わり、又はこれに併設する傾
斜路】によるものとすること。 

オ 当該特定経路を構成するエレベーター(カに規定するものを
除く。)及びその乗降ロビーは、施行規則別表第２ 13 の項(2)
オ(イ)及び(エ)から(コ)までの規定【13-2 エレベーター及び
乗降ロビー】によるほか、次に掲げるものであること。 
(ア) 籠は、各住戸又は各客室がある階、車椅子使用者用便房

がある階、車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に
停止すること。 

(イ) 籠の奥行きは、1.15m 以上とすること。 
カ 当該特定経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機は、施行規則別表第２ 13 の項(2)カ
の規定【13-3 特殊な構造の昇降機等】によるものとするこ
と。 

キ 当該特定経路を構成する敷地内の通路は、施行規則別表第２ 
11 の項及び 13 の項(2)キの規定【11 （移動等円滑化経路
を構成るする）敷地内の通路】にの規定によるものとするこ
と。  
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 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
(3) 地 形 の 特

殊性 
●当該特定経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により(2)

キの規定によることが困難である場合における(1)及び(2)の規
定の適用については、(1)中「道等」とあるのは、「当該共同住宅
又はホテル若しくは旅館の車寄せ」とすること。  

・「地形の特殊性」とは、急傾斜地等によ
る地形をいう。例えば、傾斜地のため建
築物付近まで高齢者、障害者等が徒歩
によりアプローチすることが困難で、
バスあるいはタクシー等が車寄せまで
乗り入れるような場合には、車寄せか
ら建築物の出入口までの敷地内の通路
の基準を適合させればよい。 

(4) 特 定 経 路
の除外 

●特定経路となるべき経路又はその一部が移動等円滑化経路又は
その一部となる場合にあっては、当該特定経路となるべき経路
又はその一部については、(1)から(3)までの規定は、適用しない
ものとすること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 14-1 200 ㎡以上のホテルの場合 

図 14-2 1,000 ㎡以上の共同住宅の場合 
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1.建築物 15 標識 
 

基本的な考え方 
・標識を設ける場合は、高齢者、障害者等が建築物を円滑に利用できるよう表示する。 
・案内、誘導表示については、設置場所・高さ・文字の大きさ・形状、分かりやすさなど十分に配慮する。 

 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準（⇒★参考図、関係法令） 解説 
(1) 標 識 の 構

造 
●移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便

所又は駐車施設の付近には、次に掲げるところにより、それぞ
れ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設がある
ことを表示する標識を設けること。⇒★図 15-1、政令第 9 条 
ア 高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。⇒★図 15-3 
イ 当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該表

示すべき内容が日本産業規格 Z8210 に定められているとき
は、これに適合するもの)とすること。 ⇒★図 15-1〜2、政令第
１９条  

 

・移動等円滑化とは、高齢者、障害者等の
移動又は施設の利用に係る身体の負担
を軽減することにより、その移動上又
は施設の利用上の利便性及び安全性を
向上することをいう 

 

(2) そ の 他 の
標識 

●(1)に規定する標識以外の標識は、次に掲げる基準に適合するよ
う設けること。 
ア 高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。⇒★図 15-3 
イ 当該標識に表示すべき内容が高齢者、障害者等に容易に識別

できるものとすること。⇒★図 15-1〜2 

○誘導用の標識は、曲がり角ごとにわかりやすい位置に設ける。 
○JIS 規格等標準化されたものを使用する。 
○文字が読めない、あるいは文字より絵のほうが理解しやすいと

いった障害を持つ人や、子供に対して情報を伝えることができ
る様に漢字、ひらがな、ピクトなどを組み合わせて案内する。 

・掲出高さは視点からの見上げ角度が小
さく、かつ弱視者や目線の低い車椅子
使用者にも見やすい高さとする。 

・突出型の室名札を設ける場合は、下端
2m 以上を標準とする。 

・表示は大きめの文字や図を用いるなど、
分かりやすいデザインのものとし、弱
視者、色弱者が識別できる様、背景色と
の色及び明度の差に配慮する。 

(3)誘導灯 ●不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が
利用する建築物で、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第 17 条第
1 項の規定により誘導灯を設置しなければならないものにおい
て、当該誘導灯を屋内から直接地上へ通じる出入口又は直通階
段の出入口に設ける場合は、点滅機能及び音声誘導機能により
避難に配慮したものとすること。ただし、自動火災報知設備の設
置を必要としない建築物については、この限りでない。 

 ⇒★図 15-6 

○防火戸等を設ける場合は、車椅子使用者が通過できるよう、有効
幅員を確保し段を設けない。⇒★図 15-4〜5 

○避難階段に隣接したバルコニー等に車椅子使用者等の一時避難
場所を設ける。 

○緊急時の避難誘導設備は、聴覚障害者に配慮して、音声のみでな
く光点滅走行式避難誘導システムが望ましい。⇒★図 15-7 

・直通階段とは、その階から避難階又は地
上階に通じる通路をいう。 

・一時避難場所等への避難経路には階段
又は段を設けない。 
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図 15-1 案内用図記号（JIS Z8210）の例 

図 15-3 標識の設置高 

図 15-4 下框のない防火戸の例 

図 15-5 非常口の例 

図 15-6 出入口における 
点滅型誘導音装置付誘導灯 

図 15-7 電光表示板例 

図 15-2 標識・案内板の色彩の選定の留意点 
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1.建築物 16 案内設備 
 

基本的な考え方 
・案内設備を設ける場合は、高齢者、障害者等が建築物を円滑に利用できるよう表示する。 
・案内、誘導表示については、設置場所・高さ・文字の大きさ・形状、分かりやすさなど十分に配慮する。 
・車椅子使用者、視覚障害者、聴覚障害者が緊急時の避難から取り残されないように音声及び振動等による緊急情報伝

達装置などを適切に設ける。 
 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
(1)案内板 ●建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円

滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は
駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けること。
ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の
配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 

 ⇒★図 16-1 政令第２０条第１項 

○各フロアに設ける。 
○施設の用途により、外国語を併記する。 

・移動等円滑化とは、高齢者、障害者等の
移動又は施設の利用に係る身体の負担
を軽減することにより、その移動上又
は施設の利用上の利便性及び安全性を
向上することをいう 

・表示は大きめの文字や図を用いるなど、
分かりやすいデザインのものとし、弱
視者、色弱者が識別できる様、照明や背
景色との色及び明度の差に配慮する。 

・関連する日本産業規格︓JIS S 0031（色
光の年代別輝度コントラストの求め
方）、JIS S 0032（日本語文字の最小可
読文字のサイズ推定方法）、JIS S 0033
（年齢を考慮した基本色領域に基づく
色の組合せ方法） 

(2) 視 覚 障 害
者対応 

●建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円
滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の
配置を点字その他次に掲げる方法により視覚障害者に示すため
の設備を設けること。 ⇒★図 16-2 政令第２０条第 2 項 
ア 文字等の浮き彫り 
イ 音による案内 
ウ 点字及びア又はイに類するもの  
⇒H18 国交告第 1491 号 

 

・弱視者は点字を読めない場合もあるた
め、ウで規定するとおり、点字のみを設
置するのではなく、文字等の浮き彫り
や音声案内などを組み合わせる必要が
ある。 

・文字等の浮き彫りや点字による案内板
を設ける場合は、当該面に視覚障害者
が読みとり易いような角度を持たせる
こと。 

・触知案内図により表示する場合の表示
方法は JIS T0922 を参考とする。触知
記号や触知文字を設ける場合は JIS 
S0052 を参考とする。 

(3)適用除外 ●案内所を設ける場合には、(1)及び(2)の規定は、適用しないもの
とすること。 ⇒政令第２０条第３項 

 

・案内所とは、ホテルのフロント（受付）
や学校の事務室、店舗のレジカウン
ターをはじめ、常時職員等が滞在し、対
応可能な場所である。 

(4) 聴 覚 障 害
者対応 

●案内、呼出し等の窓口を設ける場合は、文字で情報を表示する聴
覚障害者に配慮した設備を設けるよう努めること。 

・ 
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※案内板の書体や色彩、ピクトグラムについては「15 標識」もあわせて参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 16-1 案内板の例 図 16-2 点字表示の設置高 

図 15-3 標識・案内板に適した書体 

資料：高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 

 令和３［2021］年３月（国土交通省） 

図 15-4 カラーユニバーサルデザインに配慮した案内表示 
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1.建築物 17 視覚障害者移動等円滑化経路 
 

基本的な考え方 
・不特定かつ多数の者が利用する施設の場合、案内設備あるいは案内所以外にも、エレベーターをはじめ利用頻度が高

い箇所まで連続して誘導する。 
・視覚に代わる情報伝達方式は複数の方法を併用することが望ましい。 

 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
(1) 視 覚 障 害

者 移 動 等 円
滑化経路 

●道等から施行規則別表第２ 16 の項(2)の規定による設備又
は 16 の項(3)の規定による案内所までの経路(不特定かつ多数
の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限
る。)は、そのうち 1 以上を、視覚障害者が円滑に利用できる
経路(以下この項において「視覚障害者移動等円滑化経路」と
いう。)とすること。ただし、次に掲げるもののいずれかである
場合は、この限りでない。 ⇒政令第２1 条第１項 

ア 道等から案内設備までの経路が主として自動車の駐車の用
に供する施設に設ける場合 ⇒国土交通省告示第 1497 号 

イ 建築物を管理する者等が常時勤務する案内所から直接地上
へ通じる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入
口までの経路が(2)に掲げる基準に適合するものである場合 
⇒国土交通省告示第 1497 号第４ 

○不特定かつ多数の者が利用する施設の場合、案内設備あるいは
案内所以外にも、エレベーターをはじめ利用頻度が高い箇所ま
で連続して誘導する。 

○エスカレーターを設ける場合には、乗降口付近に視覚障害者等
への注意を喚起する方法を講ずるものとする。 

○夜間における弱視者の歩行に配慮して、十分な照明計画や光に
よる誘導等を講ずるものとする。 

・触知図は視覚障害者の利用方法を十分配
慮したものとする。 

・玄関付近に点字案内板又は触知図を設け
る場合は、通常の動線上に設ける。 

 
・エスカレーターの注意を喚起する方法と

は、点状ブロック又は音声・音響案内等に
よる。 

・誘導用ブロック上に自転車等が置かれな
いよう管理上十分配慮する。 

・誘導用ブロックの敷設にあたっては、車椅
子やベビーカー等での通行に支障がない
よう敷設するとともに、壁面から通行の
支障とならない距離を確保する。また、専
ら高齢者が利用する施設、幼児が利用す
る施設においては、誘導用ブロックの敷
設が利用者の利用に支障をきたさないよ
う配慮する。 

 

(2) 視 覚 障 害
者 誘 導 用 ブ
ロック等 

●視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げるものであること。 
ア 当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を

行うために、線状ブロック等(注 1)及び点状ブロック等(注
2)を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法に
より視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行
方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りで
ない。⇒★図 17-1〜3、政令第２１条第２項第 1 号 

イ 当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路
の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を行うため
に、点状ブロック等を敷設すること。 
(ア) 車路に近接する部分 ⇒★図 17-5 
(イ) 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する

部分(勾配が 20 分の 1 を超えない傾斜がある部分の上端
に近接するもの、高さが 16cm を超えず、かつ、勾配が
12 分の 1 を超えない傾斜がある部分の上端に近接する
もの又は段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続し
て両側に手すりが設けられている踊場等を除く。)  ⇒政
令第２１条第２項第２号 

(注 1)線状ブロック等とは、視覚障害者の誘
導を行うために床面に敷設されるブロッ
クその他これに類するものであって、線
状の突起が設けられており、かつ、周囲の
床面との色の明度、色相又は彩度の差が
大きいことにより容易に識別できるもの
をいう。 

(注 2)点状ブロック等とは、視覚障害者に対
し段差又は傾斜の存在の警告を行うため
に床面に敷設されるブロックその他これ
に類するものであって、点状の突起が設
けられており、かつ、周囲の床面との色の
明度、色相又は彩度の差が大きいことに
より容易に識別できるものをいう。 

・誘導用ブロックの形状等は、JIS に準ずる。 
・誘導用ブロックの敷設幅は、30cm 以上と

する。 
・誘導用のブロックの色は、黄色を原則と

し、その他の色にあっても弱視者が認知
しやすいよう、床仕上げ材料とブロック
の明度差(5 以上)あるいは輝度比(2.0 以
上)を確保する。 

・同一敷地内で誘導用のブロックの色が異
なると利用者が混乱するため、色は統一
する。 

・誘導用のブロックの材料として金属製の
ものについては、弱視者にとってわかり
にくく、雨滴によりスリップしやすいこ
とや、施工上の精度やはがれ等の問題が
あるため、原則使用しないこととする。 
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図 17-1 視覚障害者誘導用ブロックによる 
移動等円滑化経路の例 

図 17-3 音声誘導の例 

図 17-2 受付窓口のない視覚障害者 
移動等円滑化経路 

図 17-4 カウンター付近の視覚障害者 
誘導用ブロックの敷設例 

図 17-5 車路に近接する部分の例 
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1.建築物 18 増築等に関する適用範囲 
 

基本的な考え方 
・既存建築物の増築、改築等を行う場合に整備が必要な部分を明らかにし、円滑な利用が可能となるようバリアフリー

化整備を進める。 
 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
 ●建築物の増築等をする場合には、施行規則別表第２ 1 の項から

1７の項【01 出入口から 17 視覚障害者移動等円滑化経路】ま
での規定は、次に掲げる建築物の部分に限り適用するものとす
ること。⇒★図 18-1〜2 
ア 当該増築等に係る部分 ⇒政令第２２条第１項第１号 
イ 道等からアに掲げる部分にある利用居室までの 1 以上の経

路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターそ
の他の昇降機及び敷地内の通路 ⇒政令第２２条第１項第２号 

ウ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者
等が利用する便所 ⇒令第２２条第１項第３号 

エ アに掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設け
られていないときは、道等。カにおいて同じ。)からウに掲げ
る便所に設けられる車椅子使用者用便房及び準車椅子使用者
用便房までの 1 以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、
傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 ⇒
政令第２２条第１項第４号 

オ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者
等が利用する駐車場 ⇒政令第２２条第１項第５号 

カ 車椅子使用者用駐車施設(オに掲げる駐車場に設けられるも
のに限る。)からアに掲げる部分にある利用居室までの 1 以上
の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベー
ターその他の昇降機及び敷地内の通路 ⇒政令第２２条第１項第
６号 

 
 
・ウ及びオの「不特定かつ多数の者が利用

し、又は主として高齢者、障害者等が利
用する」は、多数の者が利用する生活関
連施設においては、「多数の者が利用す
る」と読み替える。 

 
 
 
 
 
 
・増築等を行う部分又は既存部分のいず

れかに、基準に適合する便所を整備し
なければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
・増築等を行う部分又は既存部分のいず

れかに、基準に適合する駐車場を整備
しなければならない。 
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図 18-1 増築等における基準の適用部分 

【不特定多数利用の駐車場を新たに整備し、利用居室及び車椅子使用者用便房を

増築する場合】 

図 18-2 増築等における基準の適用部分 

【利用居室を別棟増築し、既存建築物の車椅子使用者用便房を利用する場合】 
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1.建築物 １９ 読替え 
 

基本的な考え方 
・既存建築物の増築、改築等を行う場合に整備が必要な部分を明らかにし、円滑な利用が可能となるようバリアフリー

化整備を進める。 
 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
 ●生活関連施設のうち多数の者が利用する建築物において、施行

規則別表第２ １の項から６の項まで、９の項から 11 の項ま
で、12 の項(1)及び（3）、13 の項並びに 18 の項の適用につ
いては、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は
主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の
者が利用する」とすること。 
・０１ 出入口（規則別表第２ １の項） 
・０２ 廊下等（規則別表第２ ２の項） 
・０３ 階段（規則別表第２ ３の項） 
・０４ 階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路（規則別表

第２  ４の項） 
・０５ 便所（規則別表第２ ５の項） 
・０６ 浴室等（規則別表第２ ６の項） 
・０９ カウンター（規則別表第２ ９の項） 
・１０ 休憩設備（規則別表第２ 10 の項） 
・１１ 敷地内の通路（規則別表第２ 11 の項） 
・１２ 駐車場（（規則別表第２ 12 の項） 
・１３－１ 移動等円滑化経路（規則別表第２ 13 の項） 
・１３－２ エレベーター及び乗降ロビー（規則別表第２ 13

の項） 
・１３－３ 特殊な構造の昇降機等（規則別表第２ 13 の項） 
・１８ 増築等に関する適用範囲（規則別表第２ 18 の項） 

⇒政令第２４条 

・不特定多数の利用する生活関連施設や、
主として高齢者、障害者が利用する生
活関連施設でなくても、多数の者が利
用する生活関連施設は、一定の一般基
準と移動等円滑化基準への遵守義務を
求めている。 

 
多数の者（特定多数）が利用する生活関連

施設を読替えた際の事例 
・学校 

生徒、学生、教職員及び来客など「多
数の者が利用する」室（教室、体育館、
職員室、食堂等）、階段、便所、廊下等
が対象 

・共同住宅 
居住者や外来者など「多数の者が利用
する」室（ロビー、集会室等）、階段、
共用の便所、廊下等が対象。なお、住
戸内部は対象外 

・保育所 
児童、保護者、来客、職員など「多数
の者が利用する」室（ほふく室、遊戯
室、食堂等）、階段、便所、廊下等が対
象 
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1.建築物 ２０ 聴覚障害者の円滑な利用に必要な設備 
 

基本的な考え方 
・聴覚障害者が施設を安全かつ円滑に利用できるように施設を整備する。 
・聴覚による情報入手が不可欠なため、わかりやすい空間計画が求められる。 
・緊急誘導などの情報伝達は、電光文字表示、光、振動などを総合的に検討し、かつ連続的に行う。 
・聴覚障害者への利用対応として手話通訳者を適宜配置する。 

 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
案内設備 ○庁舎、病院、百貨店、劇場、集会場、ホテル、体育館、博物館等

の窓口等の 1 以上には、文字による情報を表示する設備を設け
る。 

・文字情報を表示するための設備とは、手
書きのできるボード、電光文字表示板
が考えられる。 

聴力を補う設
備 

○庁舎、病院、百貨店、劇場、集会場、ホテル、体育館、博物館等
の 1 以上の利用居室には、スクリーン等を備え、スクリーン等
に聴力を補う文字を映し出せる機器又は聴力を補う設備を設け
る。 

○主要な階段の踊り場、廊下、地下街等の曲がり角には必要に応じ
て鏡を設ける。 

・「聴力を補う設備」には、磁気ループ等
の集団補聴装置等がある。 

・その他の施設においても、音声での情報
を提供する際は、文字による情報提供
に努める。 

手話通訳等 ○庁舎、病院、百貨店、劇場、集会場、ホテル、体育館、博物館等
の受付等には、手話通訳者を配置する。ただし、手話通訳者を配
置できない場合においては、筆談等利用者の円滑なコミュニ
ケーション設備を設ける。 

・文字を映し出せる機器には、パソコンプ
ロジェクター等がある。 
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図 20-1 タブレット端末等を利用した対話の例 
（音声認識、筆談） 

図 20-2 呼び出し番号の文字表示の例 

図 20-3 タブレット端末等を利用した 
遠隔による手話通訳 
サービスの例 

図 20-4 音声認識アプリ等を活用した字幕の例 
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2.小規模建築物 01-04 出入口、便所、敷地内の通路読替え 
 

基本的な考え方 
・小規模な生活関連施設の利用特性を踏まえ、すべての利用者の円滑な利用に供するものとする。 

 

 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 
01 出入口 ●不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が

利用する出入口を設ける場合には、そのうち 1 以上は、次に掲
げるものであること。 

 

 (1)幅 ●幅は、85 センチメートル以上(構造上出入口の幅を 85 センチ
メートル以上とすることが困難である場合又は車椅子使用者が
当該出入口に直進のまま出入りすることができる場合にあって
は、80 センチメートル以上)とすること。 

 

 (2)段 ●通行の際に支障となる段を設けないこと。ただし、当該小規模建
築物を管理する者等の介助等により高齢者、障害者等が通行す
ることが可能となる場合においては、この限りでない。 

 

 
 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 

02 便所 ●不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が
利用する便所を設ける場合は、施行規則別表第 25 の項(2)ア及
びイ並びに 13 の項(2)イ(ア)及び(イ))の規定によるものとし、
施行規則別表第 2 15 の項(1)の規定による標識を設けること。 

 
規則別表第２ ５の項（２） 
ア 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 
イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう空間が

確保されていること。 
 
規則別表第２ 13 の項（２） 
イ（ア） 幅は、85cm 以上(構造上出入口の幅を 85cm 以上

とすることが困難である場合又は車椅子使用者が当該出入
口に直進のまま出入りすることができる場合にあっては、
80cm 以上)とすること。 

イ（イ） 戸を設ける場合は、自動的に開閉する構造その他
の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、か
つ、その前後に高低差がないこと。 

 
規則別表第２ 15 の項 

(1) 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降
機、便所又は駐車施設の付近には、次に掲げるところにより、
それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車
施設があることを表示する標識を設けること。 
ア 高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。 
イ 当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該

表示すべき内容が日本産業規格 Z8210 に定められている
ときは、これに適合するもの)とすること。 

・建築物において定義する「準車椅子使用
者用便房」の構造及び移動等円滑化経
路を構成する出入口の規定に適合した
便所を設ける。 

・当該便所の付近には、移動等円滑化の措
置がとられた便所であることを表示す
る、JIS Z8210 に適合する標識を高齢
者、障害者等の見やすい位置に設ける。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・移動等円滑化とは、高齢者、障害者等の

移動又は施設の利用に係る身体の負担
を軽減することにより、その移動上又
は施設の利用上の利便性及び安全性を
向上することをいう 
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 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 

03 敷地内の通路 ●不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障
害者等が利用する敷地内の通路のうち 1 以上は、次に掲
げるものであること。 

 

 (1)幅 ●幅は、1.2 メートル以上とすること。  

 (2)段 ●通行の際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜
路若しくは昇降機を併設する場合又は当該小規模建築物
を管理する者等の介助等により高齢者、障害者等が通行
することが可能となる場合は、この限りでない。 

 

 
 ●:整備基準 ○: 推奨基準 （⇒★参考図、関係法令） 解説 

04 読替え ●生活関連施設のうち、多数の者が利用する建築物における規則別表
第３ 1 の項【01 出入口】及び 3 の項【03 敷地内の通路】の適用
については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は
主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利
用する」とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21-1 150 ㎡未満のコンビニエンスストアの例 


